
宋
代
政
治
構
造
試
論

ー

1

封

と

議

を

手

掛

り

に

し

て

|

|

卒

田

茂

樹

一-
四

問

題

の

所

在

議4
S
 

車
F

結
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問

題

の

所

在

秦
漢
一
帝
一
園
成
立
よ
り
清
朝
解
瞳
ま
で
一
貫
し
て
専
制
園
家
と
し
て
の
形
態
を
保
持
し
て
き
た
前
近
代
中
園
社
舎
は
、
秦
漢
以
降
の
重
層
的
官

府
連
合
瞳
と
し
て
の
園
家
機
構
か
ら
宋
代
以
降
の
中
央
集
権
的
文
官
官
僚
瞳
制
へ
の
移
行
と
い
う
官
僚
機
構
の
目
ま
ぐ
る
し
い
護
展
を
、
途
げ
つ

つ
も
、
園
家
意
志
の
護
議
・
決
定
は
、
シ
ス
テ
ム
の
襲
化
は
あ
る
に
せ
よ
、
最
終
的
に
は
皇
帝
一
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
い
う
専
制
主
義
的

(
1〉

な
特
質
を
保
ち
績
け
て
き
た
。
こ
の
園
家
意
志
が
如
何
に
形
成
さ
れ
、
賓
現
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
が
取
り
組

み
、
膨
大
な
研
究
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
傾
向
を
整
理
す
る
と
、
先
ず
多
大
な
成
果
を
有
す
る
文
書
制
度
研
究
が
浮
び
上
が
っ
て
く

627 

る
が
、
こ
れ
ら
は
概
し
て
文
書
手
績
の
解
明
を
主
眼
と
す
る
、
い
わ
ば
官
僚
制
の
静
態
的
側
面
に
関
心
が
集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
を
一
先
ず
措

き
、
よ
り
動
態
的
側
面
、
即
ち
政
策
決
定
の
場
で
あ
る
政
治
空
間
に
目
を
向
け
た
研
究
と
し
て
は
、
二
つ
の
方
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
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第
一
は
、
漢
代
の
集
議
、
六
朝
の
博
議
・
詳
議
、

中
書
・
門
下
・
向
書
の
三
省
成
立
以
後
の
唐
代
に
お
け
る
宰
相
の
議
(
政
事
堂
の
議
↓
中
書
門

下
の
議
〉
と
い
っ
た
、

政
策
決
定
の
中
核
を
措
っ
た
議
を
考
察
し
た
研
究
、

第
二
は
、
唐
代
後
宇
か
ら
宰
相
を
媒
介
と
せ
ず
に
直
接
皇
帝
と
結

び
附
く
形
で
護
展
し
、
延
英
股

・
浴
堂
殿
な
ど
で
寅
施
さ
れ
た
上
肢
奏
事
の
制
度
で
あ
る
封
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
延
英
殿

奏
封
の
制
度
を
研
究
さ
れ
た
松
本
保
宣
氏
は
、
こ
の
制
度
の
瑳
展
に
宋
代
以
降
の
中
央
集
権
的
文
官
官
僚
盟
制
へ
連
な
る
先
駆
的
形
態
を
見
る

(
2〉

こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。

さ
て
、
宋
代
に
お
い
て
も
、
撲
議
や
照
寧
・
元
枯
の
科
奉

・
間
学
校
の
議
に
代
表
さ
れ
る
政
争
に
依
然
と
し
て
前
者
の
議
が
機
能
す
る
一
方
、

後
者
の
封
は
轄
割
、
召
割
、
入
割
、
引
制
到
な
ど
の
各
種
の
様
式
で
顕
著
な
護
達
が
見
ら
れ
た
。
宮
崎
市
定
氏
は
、
こ
の
劃
の
制
度
の
護
達
に
皇

(

3

)

 

一
帝
が
直
接
官
僚
と
結
び
附
く
と
い
う
君
主
濁
裁
制
の
あ
り
方
が
窺
え
る
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
こ
の
劃
を
制
度
的
根
擦
と
し
て
、
蓋
諌
(
リ
御
史
憂

政
争
が
展
開

宰
執
(リ
宰
相
・
執
政
)
と
相
措
抗
す
る
勢
力
を
形
成
し
、

- 84ー

官
・
諌
官
)
を
中
心
と
し
た
士
大
夫
の
活
設
な
言
論
活
動
が
な
さ
れ
、

(

4

)

 

し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
稿
で
論
じ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
制
度
を
整
合
的
に
論
じ
る
こ
と
が
、
宋
代
の
園
家
意
志
決

定
シ
ス
テ
ム
の
解
明
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
議
に
つ
い
て
は
、
嘗
該
制
度
に
お
け
る
補
助
的
な
役
割
を
見
る
こ
と
は
可
能
で

あ
る
が
、
関
と
比
べ
、
恒
常
的
か
つ
主
要
な
役
割
を
演
じ
た
と
は
考
え
難
い
。
ま
た
宋
代
に
見
ら
れ
る
各
種
の
議
は
、
漢
代
か
ら
唐
代
ま
で
の

議
の
様
式
と
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
り
、
前
代
と
異
な
る
宋
代
的
特
徴
を
見
出
す
こ
と
も
難
し
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
議
に
つ
い
て
は
制
度

の
概
略
を
述
べ
る
に
と
ど
め
、
針
の
分
析
を
中
心
に
論
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
。

議

貫
際
、

『
宋
史
』

『
長
編
』

『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
な
ど
を
播
く
と
膨
大
か
つ
多
様
な
議
の
史
料
牧
集
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
議
の
規
模

は
掛
金
戦
争
下
に
お
い
て
園
政
の
方
針
を
決
め
る
た
め
に
百
除
名
が
参
加
し
た
百
官
の
議
か
ら
、
数
名
程
度
で
行
わ
れ
る
雨
制
(
リ
翰
林
拳
土

・

(

5

)

 

中
書
舎
人
)
の
議
、
給
合
(
給
事
中

・
中
書
合
人
〉
の
議
ま
で
様
々
な
も
の
が
見
ら
れ
る
。
差
し
嘗
た
っ
て
、
考
察
封
象
と
し
て
撲
議
を
取
り
上
げ



圏一 濃議の封立の園式

治卒二年四月、 「詔躍官及待制以上議崇奉濃安愁王典躍以開。」

六月 雨制・雄官の議

く宰執vs雨制 ・櫨官〉

↓百官集議の取り止め

六月以降文書 ・封を媒介とした宰執 ・牽諌の手い

0王珪(翰林星雲土兼侍讃皐土〉

0司馬光(天草閣待御l兼侍議、知諌院→龍園閣直皐士、剣流内鐙)

O呂公著(天章閣待制→剣太常寺〉

0沼銀〈翰林皐士業剣太常寺〉

呂誌(侍御史知雑事)
越抱(侍御史)

自大防(監察御史裏行〉

沼純仁(侍御史)
奈抗(史館修撰同知諒院〉

買賠(給事中権御史中丞)
韓維(知制詰領遁進銀蓋司門下封駁事〉
待桑官官(起居合人間知諌院〕
趨鼎(侍御史〉

vs 
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第一段階

第二段階

宰執側

(欧陽惰
韓 E奇

曾公亮

0印集議参加者

て
見
ょ
う
。
濃
議
と
は
英
宗
の
寅
父
の
濃
王
を
ど
う
慮
遇
す
べ
き
か
と
い

う
典
種
上
の
資
格
問
題
を
巡
っ
て
争
わ
れ
た
事
件
で
あ
り
、

一
般
的
に
は

宰
執
と
蓋
一
諌
と
の
政
争
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

そ
の
事
件

経
過
を
見
る
と
二
段
階
に
大
別
し
う
る
。

治
卒
二
年
(
一
O
六
五
〉
四
月

「
躍
官
及
び
待
制
以
上
に
詔
し
て
、
濃
安
麓
王
の
典
躍
を
議
せ
し
む
。
」

と
の
詔
が
出
さ
れ
、
六
月
に
は
雨
制

・
躍
官
の
議
が
行
わ
れ
、
先
ず
宰
執

と
南
制

・
嘩
官
と
の
聞
で
論
争
が
展
開
す
る
。
さ
ら
に
百
官
の
議
へ
と
舞

蓋
を
移
す
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
は
皇
帝
の
命
令
に
よ
っ
て
取
り
止
め
と

い
わ
ば
、
こ
こ
ま
で
が
第

一
段
階
、
す
な
わ
ち
、
集
議
の
命
を
受

な
る
。

- 85ー

け
た
雨
制
(
或
は
待
制
以
上
)
・
躍
官
と
宰
執
と
の
手
い
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

集
議
の
取
り
止
め
以
降
は
、
論
駁
の
仕
事
を
本
務
と
す
る
蓋
諌
と
宰
執
と

の
聞
に
論
戦
が
展
開
す
る
第
二
段
階
に
入
る
。
そ
こ
で
は
文
書
に
よ
る
上

奏
、
或
は
針
の
様
式
を
取
っ
た
論
争
が
繰
り
贋
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の

抗
争
に
登
場
し
た
官
僚
の
肩
書
き
を
見
る
と
(
圏一

参
照
〉
、

四
名
の
集
議

参
加
者
は
雨
制
或
は
待
制
以
上
と
い
う
形
で
論
争
に
参
加
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
知
諌
院
と
い
う
職
務
を
帯
び
て
い
た
司
馬
光
や
、
剣
太
常
寺
と

い
う
職
務
を
幣
び
、
後
牟
も
論
争
に
名
を
出
す
自
公
著
に
封
し
て
、
王
珪
、

活
鎮
は
第
二
段
階
に
は
名
前
が
現
わ
れ
ず
、
商
制
或
は
待
制
以
上

(
I
侍

従
)
・
薩
官
の
集
議
か
ら
、
蓋
諌
の
論
駁
へ
の
展
開
の
様
子
を
窺
う
こ
と
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が
で
き
る
。

要
す
る
に
、

侍
従

・
雄
官
と
い
っ
た
資
格
で
議
に
参
加
し
た
者
、

及
び
論
駁
の
仕
事
を
携
う
蓋
諌
と
、

そ
れ
ぞ
れ
が
本
務
の
擢

限
・
義
務
を
背
景
に
相
争
っ
た
事
件
が
撲
議
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
議
の
あ
り
方
は
、
殺
議
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
慶
暦

・

E
…寧

・
元
枯
の
科
穆
・
事
校
の
議
は
「
近
臣
に
詔
し
て
議
せ
し
む
。
」
(
『
長
編
』
倉
一
四
七
〉
、

「
雨
制
・
南
省
・
待
制
以
上
・
御
史
・
三
司

館
に
詔
し
て
之
を
議
せ
し
む
。
」
(
『文
献
通
考
』
径
三一

)

「
瞳
部
に
詔
し
て
南
省
・
問
問
子
土
・
待
制
・
御
史
憂
・
因
子
監
司
業
と
と
も
に
集
議
聞

元
豊
・
元
結
年

制
度
改
革
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た

(
『
宋
舎
要
』
選
翠
三
l
四
九
〉
と
い
っ
た
詔
を
受
け
て
議
が
行
わ
れ
、

問
、
理
制
改
革
の
一
つ
と
し
て
進
め
ら
れ
た
天
地
合
祭
・
分
祭
の
論
争
は
、
前
者
が
詳
定
郊
把
躍
文
所
の
議
を
軸
に
改
革
が
進
め
ら
れ
た
の
に

奏
せ
し
む
。
」

封
し
、
後
者
は
「
侍
従
官
及
び
六
曹
長
京
・
給
舎
・
蓋
諌
・
嘩
官
に
詔
し
て
郊
杷
の
典
雄
を
集
議
せ
し
む
に

〈
『
長
編
』
巻
四
七
七
)
と
の
詔
を

受
け
て
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
重
要
案
件
を
審
議
す
る
段
階
に
お
い
て
議
が
有
数
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
、
或
は
侍
従
・
蓋

(
6
)
 

諌
と
い
司
た
官
僚
層
が
審
議
装
置
で
あ
る
議
に
参
加
し
、
政
策
決
定
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
様
子
を
看
取
し
う
る
。

次
に
、

い
わ
ゆ
る
集
議
の
基
本
構
造
に
つ
い
て
燭
れ
て
お
こ
う
。
賀
際
、
議
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
多
種
多
様
で
あ
り
整
理
し
に
く
い
が
、
こ
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こ
で
は
『
宋
舎
要
』
儀
制
八
|
九
「
集
議
」
に
見
え
る
太
常
躍
院
の
言
に
基
づ
き
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
紹
介
し
て
お
く
。
第
一
は
「
本
省
を

集
め
る
」
(
日
南
省
官
の
集
議
、
即
ち
向
書
省
の
官
に
よ
る
集
議
)
、
第
二
は
「
率
土
・
雨
省
・
蓋
諌
を
集
め
る
」
(
日
南
省
官
に
加
え
て
内
制
・
給
含
・
中

丞
の
類
を
加
え
た
も
の
〉
、
第
三
は
「
事
土
・
蓋
省
及
び
諸
司
四
品
以
上
を
集
め
る
」
(
H
H
以
上
に
卿
監
の
類
を
加
え
た
も
の
〉
、
第
四
は
「
文
武
百
官
を

集
め
る
」

(
H以
上
に
諸
衡
の
流
を
加
え
た
も
の
〉
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
、
最
も
多
く
事
例
と
し
て
表
わ
れ
る
の
が
「
事
土
・
南
省
・
蓋
諌
を
集
め

る
」
議
で
あ
り
、
向
書
の
特
定
の
部
局
と
侍
従

・
蓋
諌
の
議
、
侍
従

・
蓋
諌
の
議
、
侍
従
の
議
な
ど
、
向
書
省
の
官
、
侍
従
、
蓋
諌
の
三
つ
を

軸
に
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
侍
従
・
蓋
諌
の
議
と
侵
定
し
、
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
と
そ
の
大
牟
は
躍

制
問
題
に
闘
す
る
議
で
あ
る
が
、
科
穆
・
間
学
校
、
治
水
問
題
、
任
子
の
問
題
、
官
回
の
問
題
、
或
は
、
刑
法
問
題
、
財
政
問
題
に
お
け
る
集
議

(
7〉

必
要
に
麿
じ
て
聞
か
れ
、
審
議
の
役
割
を
擦
っ
た
様
子
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
園
家
の
命
運
を
か
け
て
非
常

の
事
例
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
、

事
態
に
聞
か
れ
る
集
議
を
除
け
ば
、
恒
常
的
に
聞
か
れ
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
議
は
、
誼
披
な
ど
の
瞳
制
問
題
に
限
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、



こ
の
集
議
の
主
た
る
役
割
は
躍
制
の
審
議
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
更
に
附
言
す
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
に
臨
時
の
審
議
装
置
と

し
て
働
く
侍
従
・
蓋
諌
の
議
に
劃
し
て
、
一
定
期
間
、
審
議
機
関
と
し
て
機
能
す
る
官
僚
機
構
の
設
置
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
先

に
奉
げ
た
紳
宗
時
代
の
詳
定
躍
文
所
、
或
は
元
豊
官
制
改
革
の
中
心
を
措
っ
た
詳
定
官
制
所
、
役
法
問
題
を
集
中
討
議
し
た
哲
宗
時
代
の
詳

定
役
法
、
曜
制
問
題
を
贋
く
討
議
す
る
と
と
も
に
、
『
政
和
五
種
新
義
』
な
ど
の
櫨
書
を
編
纂
し
た
徽
宗
時
代
の
議
躍
局
な
ど
で
あ
り
、
時
期

に
よ
っ
て
は
こ
う
し
た
正
規
の
官
僚
機
構
の
外
側
に
審
議
機
闘
を
設
け
、
政
策
の
立
案
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
新
法

政
策
を
積
極
的
に
準
め
た
神
宗
時
代
は
制
置
三
司
篠
例
司
、
中
書
篠
例
司
の
例
を
引
く
ま
で
も
な
く
そ
の
傾
向
は
顕
著
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
侍

従
・
蓋
諌
の
議
が
審
議
装
置
と
し
て
恒
常
性
を
有
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

そ
の
一
方
、
こ
う
し
た
議
の
掛
極
に
、
政
策
立
案
過
程
に
お
い
て
恒
常
的
に
行
わ
れ
、
園
家
意
志
決
定
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
宰

(

8

)

 

執
の
議
、
向
書
の
議
と
い
っ
た
議
が
存
在
し
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
議
は
、
史
料
に
埋
設
し
て
明
確
に
表
わ
れ
な
い
の
が
通
例
で
あ
り
、
政

策
立
案
・
審
議
過
程
に
お
け
る
雨
者
の
議
の
機
能
を
組
合
的
に
評
債
す
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。
寧
ろ
、
本
稿
は
、
政
策
立
案
・
審
議
・
施

行
を
携
う
三
省
の
外
側
に
位
置
し
、
審
議
装
置
と
し
て
の
議
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
侍
従
・
蓋
諌
の
存
在
に
着
目
し
て
み
た
い
。
こ
こ
に
、
権

力
を
巧
み
に
分
散
さ
せ
る
と
い
う
宋
代
の
政
治
構
造
の
特
質
を
考
え
る
鍵
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
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以
下
、
次
章
で
は
、
前
稿
ま
で
に
十
分
検
討
が
行
え
な
か
っ
た
針
の
全
瞳
像
、
聞
ち
轄
封
・
引
封
・
召
封
・
入
射
等
の
各
種
の
劃
の
役
割
・

機
能
、
或
は
劃
の
権
限
の
官
職
に
よ
る
差
異
及
び
議
の
機
能
を
通
し
て
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
き
た
宰
執
・
侍
従
・
蓋
諌
と
い
っ
た
官
僚
屠
の
政

治
的
位
置
附
け
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
。

警t

631 

謝
、
聞
ち
上
殿
奏
事
の
イ

メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
た
め
に
、
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
お
く
。

〈
照
寧
五
年
)
八
月
二
十
六
日
。
垂
扶
殿
の
百
官
起
居
が
終
り
、
南
府
が
奏
事
を
行
う
た
め
、
侍
立
し
て
い
た
。
そ
こ
に
突
然
知
諌
院
の
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唐
桐
が
請
針
を
願
い
出
た
。
神
宗
は
閤
門
使
を
遣
わ
し
、
他
日
請
劃
す
る
よ
う
に
議
し
た
。
更
に
後
殿
で
行
う
よ
う
命
じ
た
が
、
何
れ
も

承
服
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
や
む
な
く
唐
桐
を
召
し
陸
股
さ
せ
る
と
、
桐
は
王
座
の
前
に
進
み
、
徐
ろ
に
懐
か
ら
都
子
を
取
り
出
し
、
誼

み
上
げ
よ
う
と
し
た
。
紳
宗
は
箭
子
を
留
め
て
退
く
よ
う
命
じ
た
が
、
唐
桐
は
面
前
で
意
見
を
開
陳
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
都
子
を
贋
げ

た
。
更
に
王
安
石
に
目
を
や
り
、
御
前
近
く
ま
で
来
て
劉
子
の
内
容
を
聞
く
よ
う
に
言

っ
た。

唐
桐
の
桐
喝
を
受
け
、
し
ぶ
し
ぶ
進
む
と
、

六
十
儀
僚
に
及
ぶ
王
安
石
に
射
す
る
批
剣
文
を
大
撃
で
讃
み
上
げ
た
。

王
安
石
を
指
差
し
、
自
分
の
謹
言
の

神
宗
は
し
ば
し
ば
押
し
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
司
た
。
唐
桐
は
讃
み
終
わ

王
座
を
指
差
し
、
自
分
の
意
見
を
聞
き
入
れ
な
け
れ
ば
、
長
く
王
座
に
留
ま
っ
て
居
ら
れ
な
い
と
言
い
、
殿
上
よ
り
降
り
、
再
奔

一
事
を
讃
み
終
る
た
び
に
、

虚
貨
を
王
安
石
に
宣
議
し
て
く
れ
と
神
宗
に
請
願
し
た
。

ヲハ

v
'
Y

」、

し
て
出
て
い
司
た
。

(
『
長
編
』
巻
二
三
七

・
八
月
美
卯
の
篠
所
引
注
『
林
希
野
史
』
)

て
自
己
の
意
見
守
』極
言
し
た
と
こ
ろ
、
仁
宗
は
入
内
し
、

こ
こ
に
は
唐
桐
と
神
宗
、
及
び
宰
相
王
安
石
と
の
聞
の
緊
迫
し
た
劉
の
様
子
が
窺
え
よ
う
。
ま
た
、
知
諌
院
余
靖
が
盛
暑
の
時
、
仁
宗
に
射
し

「
汗
臭
い
や
つ
が
、
唾
を
わ
し
の
面
前
に
吹
き
掛
け
お

っ
た
。」
と
語
っ
た
エ
ピ
ソ

ー
ド
(
『長
編
』
各

一五
O
)
や、

或
は
「
今
後
臣
僚
の
奏
事
の
際
に
は
、
近
侍
の
者
を
故
事
の
よ
う
に
遠
さ
け
て
い
た
だ
き
た
い
。
」
と
の
同
知

。。。。

諌
院
呂
誇
の
上
言
が
裁
可
さ
れ
て
い
る
こ
と
(
『
宋
禽
要
』
儀
制
六
l
一
四
)
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
封
と
は
皇
帝
と
極
め
て
身
近
な
場
所
で
、

官
官
な
ど
近
侍
の
も
の
を
遠
ざ
け
秘
密
裏
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た

建
炎
二
年
(
一
一
一
一
八
〉
の
記
録
で
は
あ
る
が

王
賓
は

御
史
中
丞
粂
侍
讃
と
し
て
、
十
日
聞
に
九
割
し
、
或
る
日
の
場
合
、
早
朝
は
中
丞
の
職
事
に
よ
り
、
午
聞
は
経
鍾
官
と
し
て
留
身
し
、
二
度
割

を
行
っ
た
(
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
巻
一
一
一
一
所
引
の
朱
勝
非
『
秀
水
閉
居
録
』
)
と
あ
る
よ
う
に
、

特
定
の
官
職
を
帯
び
る
者
に
と
っ
て
は
頻
繁
に
皇

一
一
帝
と
接
鯛
で
き
る
機
舎
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
皇
帝
一
と
密
接
な
る
場
を
構
成
す
る
封
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
び
上
が
っ
て
く
る
一

方
、
違
法
と
さ
れ
た
第
一
の
事
例
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
請
封
、

つ
ま
り
劃
を
請
う
た
め
に
は
一
定
の
手
績
が
必
要
で
あ
っ
た
。
以
下
、

そ
の

手
績
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
と
す
る
が
、

そ
の
作
業
を
進
め
る
前
提
と
し
て
、
嘗
時
の
文
書
の
流
れ
な
ど
、
政
治
シ
ス
テ
ム
の
基
本
的

装
置
を
概
観
し
て
お
く
。
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元堕官制改革以後の文書の流れ

書|ー→門下・中書省一→向書省一→六曹ー→諸案(勘倉、検尋文書・

諸庭所上奏扶・申吠 J 曾問事目→寺監・州豚)

圃ニ

文降内

一→六曹(相度事理、定奪錆着)ー→向書省一→中書省(取旨)

一→門下省(覆奏蜜可、翻録)ー→向書省一→六曹ー→諸庭

(*傍線部一一向書六曹の議、宰執の議、三省同進呈の手績〉

霊簾E恵政期の文書の流れ

上(快奏表議疏)遁 〔ヰ中不出[ 施

一一一一時一同一一司|官司--"1f
司 H二.1 Lー」

，----， 宣識 は|内降・内批

時|ー一一国一一一司
下|閤剛萄子同I ，----， 

一暗門一司慨|一一一。同一司問
司L_j L_j..-・|副

再上奏 IT''1 
〈上殿奏事(針)) """-'--9<: L_j 

画三

録賞，--， ，--， 

中書劃一+げ引 晴| 枕

桓密附録臼付|ー争直|ー..-

~→陥|陥I : 1丁
(詔書起草) L，-l LJ  

異議;申立
中書合人給事中園開報司蔓諌

(封還詞頭)(封駁) (論駁)

臣

園
ニ
は
、
司
馬
光
の
遺
稿
と
し
て
残
さ
れ
、
そ
の
原
稿

は
元
結
初
め
に
出
さ
れ
た
と
さ
れ
る
彼
の
奏
議
を
も
と
に

纏
め
た
も
の
で
あ
る
。
皇
帝
か
ら
の
内
降
文
書
、
或
は
諸

慮
か
ら
の
奏
紋
・
申
肢
が
門
下
・
中
書
省
に
届
け
ら
れ
る

と
、
向
書
省
に
迭
ら
れ
、
向
書
省
か
ら
六
曹
、
六
曹
か
ら

諸
案
に
迭
ら
れ
、
こ
こ
で
内
容
の
検
討
が
行
わ
れ
、
そ
の

際
、
近
く
は
寺
監
、
遠
く
は
州
厭
ま
で
問
合
せ
が
行
わ
れ

る
。
こ
れ
が
済
む
と
、
再
び
六
曹
に
迭
ら
れ
、
一
定
の
剣

そ
の
結
果
が
向
書
省
に
迭
ら
れ
、
向
室
田
省

断
が
下
さ
れ
、
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か
ら
中
書
省
に
迭
ら
れ
、
中
書
省
は
皇
帝
か
ら
聖
旨
を
取

り
、
門
下
省
に
逢
っ
て
審
査
を
行
い
、
そ
し
て
翻
録
し
た

上
で
向
書
省
に
迭
り
、
向
書
省
か
ら
六
曹
に
、
六
曹
か
ら

符
と
言
う
形
で
諸
慮
に
文
書
が
迭
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
の
文
書
の
流
れ
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
傍
線
部

で
あ
る
が
、
向
書
六
曹
の
議
、
宰
執
の
議
と
い
っ
た
議
が

想
定
さ
れ
る
こ
と
、
及
び
中
書
取
旨
と
言
っ
て
も
、
元
盟

末
・
元
結
-
一初
め
の
口
白
公
著
・
司
馬
光
の
上
言
を
受
け

省
が
文
書
を
一
緒
に
進
呈
し
た
上
で
聖
旨
を
取
る
よ
う
に

(

9

)

 

改
正
さ
れ
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
は
元
豊
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時
代
の
三
省
鼎
立
に
よ
っ
て
中
書
と
門
下
に
分
か
れ
、
そ
の
た
め
門
下
侍
郎
で
あ
る
首
相
で
は
な
く
、
中
書
を
鐘
っ
た
宰
相
の
権
力
が
強
く
な

っ
た
こ
と
を
顧
み
、
行
政
府
の
意
志
の
統
一
(
都
堂
で
の
審
議
↓
三
省
合
班
奏
事
↓
取
旨
↓
施
行
〉
と
業
務
の
分
割
(
一
一
一
省
分
省
治
事
)
の
原
則
を
確

(

叩

〉

立
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
三
省
聞
の
直
線
的
な
文
書
の
流
れ
に
加
え
、
圏
三
に
示
し
た
よ
う
に
、
中
書
舎
人
、
給

事
中
、
蓋
諌
に
よ
る
「
封
還
詞
頭
」
「
封
駁
」
「
論
駁
」
に
よ
る
異
議
申
立
が
な
さ
れ
、
政
策
の
修
正
が
随
時
行
わ
れ
た
。

決
に
国
家
意
志
決
定
の
中
心
に
位
置
す
る
皇
一
帝
が
如
何
な
る
情
報
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
ち
得
た
か
に
つ
い
て
、
目
中
『
宋
中
興
大
事
記
』

「
復
轄
封
故
事
」
の
記
事
を
手
掛
り
に
見
て
み
よ
う
。

巻

園
朝
、
宰
輔
の
宣
召
、
侍
臣
の
論
思
、
経
鐘
の
留
身
、
翰
苑
の
夜
封
、
二
史
の
直
前
、
群
臣
の
召
師
、

百
官
の
輪
樹
、
監
司
・
帥
守
の
見

鮮
、
小
臣
の
特
引
、
三
館
の
封
章
、
臣
民
の
拍
甑
、
太
撃
生
の
伏
閥
、
外
臣
の
騨
に
附
し
、
京
局
の
馬
遁
鋪
を
設
す
る
ま
で
、
蓋
し
一
人

と
し
て
言
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
無
し
。
是
の
意
一
、
紹
聖
以
後
に
閉
断
す
る
と
い
え
ど
も
、
牽
く
中
興
の
日
に
復
せ
り
。

こ
こ
に
は
、
蓋
諌
、
走
馬
承
受
と
い
っ
た
天
子
の
耳
目
た
る
一
部
の
重
要
官
職
は
見
え
な
い
も
の
の
、

ほ
ぼ
網
羅
的
に
列
奉
さ
れ
て
い
る
。
ち
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な
み
に
宰
輔
の
宜
召
か
ら
小
臣
の
特
引
ま
で
は
何
れ
も
針
の
様
式
の
一
つ
で
あ
り
、
封
が
皇
一
帝
の
耳
目
の
装
置
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。

さ
て
、
官
僚
が
皇
一
帝
に
意
見
を
上
申
す
る
方
法
に
は
園
三
に
示
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
遁
進
司
を
介
し
て
届
け
ら
れ
る
航
、
奏
、
表
、
議
、

疏
と
言
司
た
文
瞳
に
よ
る
上
奏
と
、
閤
門
司
を
介
し
て
行
わ
れ
る
、
割
子
に
よ
る
上
般
奏
事
の
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と

を
文
集
に
よ
っ
て
確
認
す
る
と
、
大
半
は
明
確
な
匝
別
を
し
な
い
た
め
識
別
は
難
し
い
が
、
例
え
ば
、

『
河
南
先
生
文
集
』
|
|
巻
一
八
表
疏
、
巻
一
九
割
子
、
巻
二

0
1
二
二
奏
献
、
巻
二
三
奏
議
、
第
二
四
・
五
申
朕
〉

『
臨
川
先
生
文
集
』

1

1
巻
三
九
書
疏
、
巻
四

O
奏
献
、
巻
四
一

1
四
四
割
子

『
元
豊
類
稿
』
|
|
巻
二
七

i
二
八
表
、
巻
二
九
疏
、
巻
二
九

1
三
二
割
子
、
巷
三
三

1
三
五
奏
肢

な
ど
、
街
子
と
そ
の
他
を
明
確
に
匝
別
し
て
い
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
。
な
お
釘
子
は
欧
陽
倫
『
信
仰
回
録
』
巻
二
に
よ
れ
ば
、



唐
人
奏
事
す
る
に
、
表
に
あ
ら
ず
肢
に
あ
ら
ざ
る
も
の
、
こ
れ
を
勝
子
と
い
い
、
亦
た
こ
れ
を
録
子
と
い
う
。
今
こ
れ
を
箭
子
と
い
う
。

お
よ
そ
群
臣
百
司
の
上
股
奏
事
、
雨
制
以
上
の
非
時
に
奏
陳
す
る
と
こ
ろ
有
れ
ば
、
皆
笥
子
を
用
う
。
中
書
・
橿
密
院
、
事
の
宣
教
を
降
さ

ざ
る
も
の
有
れ
ば
、
亦
た
笥
子
を
用
う
。
南
府
と
自
ら
相
い
往
来
す
る
に
亦
た
然
り
。
百
司
の
中
書
に
申
す
る
が
若
き
は
、
皆
肢
を
用
う
。

と
あ
り
、
群
臣
・
百
司
が
上
殿
奏
事
す
る
際
、
及
び
南
制
以
上
が
非
時
に
上
奏
を
行
う
場
合
に
こ
の
書
式
を
用
い
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の

ほ
か
に
中
書

・
植
密
院
が
宣
敷
を
降
さ
な
い
際
に
出
す
文
書
、
及
び
南
府
聞
の
往
来
に
用
い
る
文
書
様
式
に
笥
子
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

叉
こ
れ
を
殿
笥
と
い
う
。
蓋
し
上
腫
奏
封
の
入
る
る
所
の
文
字
な
り
。
お
よ
そ
知
州
以
上
の
見
・
僻
、
皆
此
を
用
う
。

(
『
朝
野
類
要
』
巻
四

「奏
笥
」
)

諸
そ
臣
僚
の
上
肢
或
は
前
宰
相
・
執
政
官
及
び
外
官
の
軍
機
の
密
速
な
る
を
奏
す
る
に
、
節
子
を
用
い
る
を
聴
す
。

(
『
閥
単
元
僚
法
事
類
』
径
一
六
文
書
令
)

- 91ー

と
あ
り
、
前
宰
相
・
執
政
の
上
奏
、
外
任
官
の
緊
念
の
軍
機
上
の
上
奏
に
箭
子
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
中
心
は
上

股
奏
事
の
際
に
用
い
ら
れ
る
文
書
様
式
で
あ
る
。
な
お
、
文
集
に
よ
っ
て
は
そ
の
使
用
場
所
を
明
記
し
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

『

朱

文

公

文

集

』

巷

一

三

・

一

四

に

は

、

「

葵

未

垂

扶

奏

笥

一

二

」

「

甲

寅

行

宮

便

肢

奏

街

五

」

「
鰹
鐘
留
身
笥
子
」
と
あ
り
、
正
股
で
あ
る
垂
扶
殿
、
使
肢
で
あ
る
延
和
殿
な
ど
で
の
上
股
奏
事
の
様
子
が
窺
え
る
。
こ
の
笥
子
が
通
常
の
奏

肢
と
比
べ
、
簡
便
・
速
達
性
を
重
視
し
た
こ
と
は
蝕
上
の
史
料
の
「
非
時
」
「
軍
機
密
速
」
と
い
っ
た
表
現
よ
り
も
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
性
格

は
員
宗
威
卒
四
年
五
月
二
九
日
の
詔
の
一
節
「
今
後
或
は
時
政
の
得
失
、
人
民
の
疾
苦
、
刑
獄
の
寛
濫
、
軍
馬
の
未
使
の
、
事
機
密
に
渉
る
も

「
辛
丑
延
和
奏
笥
七
」

「
戊
申
延
和
奏
笥
五
」

の
有
れ
ば
、
印
ち
に
上
股
す
る
を
許
す
。
尋
常
の
細
務
は
並
び
に
閤
門
に
肢
を
進
め
よ
。
上
殿
笥
子
は
、
即
ち
事
由
を
径
速
す
る
を
許
し
、
過

ぎ
て
文
飾
を
信
用
す
を
必
せ
ざ
れ
。
」
(
『
宋
曾
要
』
脅
系
九

「詔
群
臣
言
事
」
)
に
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

そ
の
笥
子
を
用
い
る
も
の
は
、
前
に
官
を
具
さ
ず
、
右
を
用
い
ず
、
年
を
用
い
ず
、
朕
奏
を
改
め
て
街
子
と
魚
す
に
、
事
末
に
準
止
を
取

635 
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れ
と
云
う
。

(
在
京
の
官
司
、
例
と
し
て
笥
子
を
用
い
て
奏
事
す
る
も
の
は
、
前
に
司
名
を
具
す
。
)

(
『
慶
元
像
法
事
類
』

t
e
-
-
ハ
文
書
式
「
奏
紋
」
〉

と
あ
る
よ
う
に
、
奏
炊
の
書
式
で
は
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
官
・
右
云
々
・
年
月
と
い
っ
た
事
項
が
省
略
で
き
た
。
さ
ら
に
そ
の
上
殿
箭
子
の
手

績
は
、

①
(
大
中
群
符
二
年
)
六
月
十
六
日
。
詔
す
、
群
臣
の
上
殿
箭
子
、
今
よ
り
二
本
を
つ
く
り
て
内
に
進
め
、
行
な
う
べ
き
者
は
、

に
留
め
、

は
中

一
は
有
司
に
付
す
、

否
ら
ざ
る
者
は
倶
に
留
め
て
報
ぜ
ざ
れ
。

②
景
枯
元
年
間
六
月
十
三
日
。
閤
門
に
詔
す
、
凡
そ
上
殿
の
臣
僚
は
、
各
の
郷
貫

・
年
幾
・
出
身
・
歴
任
過
犯
・
轄
官
・
章
服
年
月
の
文

朕
一
本
を
具
し
、
前
一
日
に
進
入
せ
よ
。

③
(
慶
暦
)
四
年
九
月
十
二
日
。
三
司
戸
部
剣
官
殿
中
侍
御
史
越
結
言
う
な
ら
く
、
近
ご
ろ
上
殿
奏
事
を
乞
い
、
旨
を
得
た
り
。
零
い
で

閤
門
に
牒
し
た
る
に
、
申
肢
を
須
索
さ
れ
、
の
お
出
身
文
朕
南
本
を
要
め
ら
れ
た
り
。
引
射
に
至
る
こ
ろ
お
い
、
己
に
七
日
を
経
た
り
。

痛
か
に
縁
る
に
、
蓋
諌
の
官
、
倶
に
言
事
を
職
と
す
。
蓋
官
は
則
ち
具
奏
し
て
旨
を
候
ち
、
諌
官
は
則
ち
直
ち
に
閤
門
に
牒
す
れ
ば
、
事

瞳
殊
な
る
有
り
。

欲
す
ら
く
は
諌
官
の
例
に
依
り
て
、

直
ち
に
閤
門
に
牒
す
る
を
許
さ
れ
ん
こ
と
を
。

家
肢
を
供
す
る
を
克

(
以
上

『
宋
曾
要
』
儀
制
六

「
群
臣
奏
事
」)

詔
し
て

- 92ー

ず④
雁
ゆ
る
奏
請
、
事
の
上
殿
に
非
ら
ざ
れ
ば
、
年
月
の
努
に
於
い
て
某
省
或
は
橿
密
院
に
降
付
さ
れ
ん
こ
と
を
乞
う
と
貼
せ
よ
。

⑤

(
元
枯
元
年
二
月
)
詔
す
、
臣
僚
の
上
殿
箭
子
、

簾
前
に
進
呈
し
詑
ら
ば
、

並
び
に
貫
封
し
、

(
『
慶
元
篠
法
事
類
』
巻

二
ハ
、
文
書
式
「
奏
紋
」
〉

ず
は
わ

逼
進
司
に
投
準
し
、
即
ち
直
ち
に
一
一
一

省

・
植
密
院
に
批
降
す
る
を
請
う
を
得
ざ
れ
。

(
『
長
編
』
径
三
六
五
)

⑥
(
元
豊
五
年
七
月
)
詔
す
、
今
よ
り
臣
僚
の
上
肢
街
子
は
、
並
び
に
進
呈
し
て
旨
を
取
れ
。
是
よ
り
先
き
、
三
省

・
梅
密
院
或
い
は
以

て

進

呈

せ

ず

し

て

、

直

ち

に

之

を

媛

む

。

故

に

是

の

詔

有

り

。

(

『

長

編

』

巻

三

二

八

)

と
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
①
1
③
に
見
え
る
通
り
、
先
ず
上
般
奏
事
の
許
し
を
請
い
、
朝
旨
を
得
る
と
、
閤
門
司
に
牒
文
を
迭
る
。
そ
の
際
、
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*東華門と西筆門を結ぶ道路で内外が分かれる。

「
郷
貫
・
年
幾
・
出
身
・
歴
任
過
犯
・
穂
官
・
章
服
年
月
」

を
記
し
た
家
紋
二
本
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

う
ち
の
一
本
は
上
肢
奏
事
の
前
日
に
内
廷
に
届
け
ら
れ
る
。

嘗
日
、
上
肢
奏
事
を
行
い
、
皇
帝
一
に
一
意
見
を
申
し
上
げ
る
と

と
も
に
、
笥
子
二
本
を
納
め
る
。
意
見
が
安
嘗
と
判
断
さ

れ
る
と
、

一
本
は
内
廷
に
留
め
、

一
本
は
有
司
に
遺
り
審
議

さ
せ
る
。
不
嘗
と
判
断
さ
れ
る
と
、
そ
の
ま
ま
内
廷
に
留
め

ら
れ
た
ま
ま
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
④
⑤
の
史
料
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、

一
般
の
奏
吠
が
ど
こ
そ
こ
に
降
付
し
て
い
た
だ
き

- 93ー

た
い
と
書
き
記
す
の
に
劃
し
て
、
上
肢
笥
子
に
は
記
さ
れ
な

か
っ
た
し
、
ま
た
そ
の
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、

一
旦
逼
準
司
に

迭
ら
れ
た
上
、
嘗
一
該
部
署
に
迭
ら
れ
る
手
績
が
取
ら
れ
た
。

具
鐙
的
に
は
史
料
⑥
の
よ
う
に
、
三
省
・
植
密
院
が
上
股
笥

で子
あ〈を
る11も

ーう

度
自

帝

進
呈
し

そ
こ
で
裁
可
を
受
け
た
の

こ
う
し
た
文
書
手
績
を
前
提
と
し
た
封
は
、
皇
帝
と
官
僚

と
の
接
燭
の
機
舎
で
あ
り
、
一
年
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
現

朝

・
起
居
と
い
っ
た
場
に
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
機
舎
は
、
二
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日
に
一
度
硯
朝
が
質
施
さ
れ
た
時
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
祝
日
・
休
日
を
差
し
引
い
て
年
間
百
徐
日
足
ら
ず
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
『
長
編
』
巻
一

一五)。

さ
て
、

重
立
っ
た
も
の
を
奉
.
け
れ
ば
、

正
月
元
日
・
五
月
一
日
・
冬
至
に
大
慶
殿
で
行
わ
れ
る
大
朝
合
目
(
こ
の
う
ち
五
月

一日
は
照
寧
二

毎
日
行
わ
れ
る
垂
挟
肢
で
の
覗
朝
、
文
徳
肢
で
の
常
朝
起
居
(
但
し
、
皇
帝
が
御
出
ま
し
に
な
ら
れ
な
い
と
常
朝
起
居
は
中
止
)
、

に
一
度
垂
扶
殿
乃
至
紫
震
肢
で
行
わ
れ
る
内
殿
起
居
、
さ
ら
に
朔
望
に
行
わ
れ
る
文
徳
政
で
の
覗
朝
(
照
寧
三
年
文
徳
殿
入
閣
の
儀
の
駿
止
に
伴
い

制
定
さ
れ
、
六
年
に
朔
日
は
文
徳
殿
で
、
望
日
は
紫
炭
殿
で
行
う
よ
う
改
定
)
、

年
に
時
四
止
〉
、

五
日

旬
恒
等
の
偲
日
に
山
祭
政
殴
で
行
わ
れ
る
覗
靭
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
。

ち
な
み
に
、
元
豊
官
制
改
革
時
に
は
、
皇
帝
の
御
出
ま
し
が
殆
ど
無
く
な
り
、
ま
た
列
席
者
も
少
な
く
な
り
事
質
上
機
能
し
な
く
な
っ
て
い
た

文
徳
殿
で
の
常
朝
起
居
・
横
行
参
慣
が
瀬
中
行
の
提
言
に
よ
っ
て
麿
止
さ
れ
、

官
、
百
司
朝
官
以
上
で
五
日
毎
に

一
度
紫
震
殿
に
朝
す
る
六
参
官
、
朔
望
に
文
徳
殿

・
紫
震
殿
に
朝
す
る
朔
参
官

・
望
参
官
と
い
っ
た
官
僚
の

(ロ〉

カ
テ
ゴ
リ
ー
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
仲
い

侍
従
官
以
上
で
毎
日
垂
扶
殿
に
朝
す
る
常
参

一方、

針
を
受
け
る
側
の
皇
帝
の
日
常
の
行
動
様
式
に
つ
い
て
は
不
明
な
部
分
が
多
く
、

僅
か
に
史
料
A
李
依
『
宋
朝
事
質
』
巻
三

「聖
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事
」
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
史
料
は
二
衣
的
史
料
で
あ
り
、

こ
の
元
と
な
っ
た
史
料
B
『
長
編
』
巻
四
一
二
、
及
び
関
連
史

料
C
『
宋
曾
要
』
儀
制
一
1

一
「
垂
扶
殴
覗
朝
」
、
更
に
史
料
1
1
Vを
併
記
し
、
検
討
を
進
め
る
。

A
①
員
宗
即
位
し
て
よ
り
、
毎
旦
前
殿
に
御
す
。
中
書

・
橿
密
院
・
一
二
司
・
開
封
府
・
審
刑
院
及
び
請
封
官
、
以
次
奏
事
す
。
②
岡
山
劇
、

宮
に
入
り
て
食
を
向
し
、
③
少
時
し
て
後
般
に
出
坐
し
て
武
事
を
閲
し
、
日
中
に
至
り
て
罷
む
。
④
夜
は
則
ち
侍
讃
侍
講
事
土
に
停
し
て

政
事
を
詞
問
す
。
或
は
夜
分
に
至
り
て
宮
に
還
る
。
其
の
後
以
て
常
と
篤
す
。

B

(威
一
午
元
年
十
月
〉
己
酉
。

崇
政
殿
に
覗
事
し
、
午
に
至
り
て
罷
む
。
③

U

判(風倒
U
引
u
u
e引
11
4毎
JE
一
両
勘
叫
風
可

制
劃
川梱
習
!
ぺ

三
司
・
開
封
府
・
審
刑
院
及
び
請
劃
官
、
以
次
奏
事
す
。
@
辰
後
に
至
り
て
、
宮
に
還
り
て
食
を
進
む
。
@
少
時
し
て
、
復
た
後
般
に
出

御
し
て
諸
司
の
事
を
親
、
或
は
軍
土
の
武
事
を
校
試
す
る
を
閲
し
、
日
中
に
し
て
罷
む
。
@
夜
は
則
ち
儒
臣
を
召
し
得
失
を
詞
問
し
、
或

は
夜
分
に
至
り
て
宮
に
還
る
。
其
の
後
率
ね
以
て
常
と
魚
す
。



C
園
朝
の
制
、
垂
扶
般
に
て
朝
を
受
く
。
先
に
宰
臣
升
殴
し
て
奏
事
し
、
次
は
極
密
使
、
衣
は
三
司
、
次
は
開
封
府
、
衣
は
審
刑
院
、
衣
は

群
臣
以
決
升
殿
す
。
(
大
雨
省
以
上
の
務
を
京
師
に
領
す
る
も
の
、
若
し
公
事
有
ら
ば
、
時
に
誇
削
到
す
る
を
許
す
。
自
徐
使
を
授
け
ら
れ
事
功
を
出
入
す
る

者
、
面
の
あ
た
り
に
奏
事
す
る
を
欲
せ
ば
、
先
ず
進
止
を
聴
く
。
〉
既
に
退
き
て
食
を
進
み
詑
ら
ば
、

(
中
略
〉
諸
司
公
事
絶
え
、
内
侍
、
門
外
公
事
無
き
と
奏
せ
ば
、
皇
帝
座
を
降
る
。
或
は
延
和
般
に
再
座
し
、
復
た
内
臣
・
近
職
・
諸
路
走
馬

服
を
易
え
山
由
市
政
蹴
或
は
延
和
般
に
御
す
。

承
受
の
奏
す
る
こ
と
、
或
は
館
閣
準
む
所
の
新
た
に
修
寓
せ
る
書
籍
・
倉
庫
・
衣
料
・
器
物
の
式
を
閲
す
る
こ
と
有
り
。
之
を
後
殿
再
座

と
い
う
。
偲
日
の
如
き
は
、
則
ち
早
に
崇
政
殿
に
御
し
、
前
殿
公
事
を
閲
し
、
既
に
畢
わ
れ
ば
、
座
を
移
し
て
臨
軒
し
、
後
殿
公
事
を
閲
す
。

-
(
大
中
群
符
三
年
二
月
)
十
六
日
。
閤
門
言
う
な
ら
く
、
崇
徳
殿
に
群
臣
の
見
・
謝
・
僻
及
び
升
殿
奏
事
す
る
に
、
僅
か
に
其
れ
午
に

亭
る
。
欲
し
望
む
ら
く
は
今
よ
り
朔
望
は
ヨ
司
川
閥
封
阿
川
劃
刑
闘
剖
劇
引
制
州
、
自
蝕
奏
事
の
官
念
切
有
る
に
非
ざ
れ
ば
、
並
び
に
次

日
に
升
股
せ
し
め
ん
こ
と
を
。
之
に
従
う
。

E
〈
嘉
枯
)
三
年
十
二
月
十
四
日
。
閤
門
言
う
な
ら
く
、
近
例
、
上
般
の
班
、
三
司
・
開
封
府
・

蓋
諌
官
辰
牌
に
進
む
に
遇
う
も
隔
せ
ざ

る
を
除
く
の
外
、
其
の
除
は
並
び
に
次
日
に
上
殿
せ
し
む
。
或
は
更
に
三
司
・
開
封
府
井
び
に
官
高
き
者
有
ら
ば
、
臣
僚
亦
た
辰
牌
に
於

い
て
隔
下
せ
し
む
。
臣
僚
後
引
す
る
は
、
理
に
お
い
て
未
だ
便
な
ら
ず
。
欲
し
乞
う
ら
く
は
今
後
未
だ
辰
牌
に
準
ま
ざ
れ
ば
奮
例
に
依
り

て
引
す
る
の
外
、
其
の
辰
牌
に
隔
下
せ
ら
れ
し
者
、
如
し
三
次
旨
を
得
る
に
至
り
、
特
に
上
ら
し
む
を
許
さ
れ
し
者
、
聞
ち
自
来
隔
せ
ざ

る
の
班
の
後
に
引
せ
し
め
ん
こ
と
を
。
之
に
従
う
。
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E
(元
符
)
二
年
六
月
十
七
日
。
翰
林
事
土
承
旨
察
京
等
言
う
な
ら
く
、
臣
等
職
事
に
縁
り
て
請
劃
す
る
ご
と
に
、
待
次
或
は
旬
日
を
総

ゅ
。
急
速
の
文
字
有
る
に
遇
わ
ば
、
深
く
事
を
失
す
る
を
恐
る
。
乞
う
ら
く
は
今
後
翰
盈
壬
実
習
ぺ
岡

封

到

iE品
川
引
紅
裂
回

上
殿
す
る
を
許
し
、
初
お
班
を
隔
せ
ざ
ら
ん
こ
と
を
。
之
に
従
う
。

N
〈
紹
興
)
二
十
九
年
五
月
四
日
。
詔
す
、
今
後
六
参
の
日
、
上
殿
の
班
数
巳
に
定
ま
り
た
る
に
、
蓋
諌
官
の
劃
を
乞
う
に
遇
わ
ば
、
面

劃

官

を

隔

下

し

、

次

日

に

引

せ

し

め

よ

。

(

以

上

『

宋

曾

要

』

儀

制

六

「

群

臣

奏

事

」

〉
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V
輪
封
、
侍
従
よ
り
以
下
、
五
日
ご
と
に
一
員
を
輸
し
て
上
殿
す
、
之
を
輸
し
て
面
割
に
嘗
た
る
と
謂
い
、
則
ち
必
ず
時
政
或
は
利
便
の

笥
子
を
入
る
。
蓋
諌
の
若
き
は
則
ち
之
を
本
職
公
事
有
る
と
謂
う
。
三
街
大
帥
の
若
き
は
之
を
杖
子
執
り
て
奏
事
す
る
と
謂
う
。

〈
『
朝
野
類
要
』
巻

一
〉

こ
の
史
料
A
-
B
は
虞
宗
時
代
を
封
象
に
取
り
上
げ
た
も
の
で
、
全
て
の
皇
帝
に
嘗
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
が
、
概
観
は
つ
か
む
こ
と
が

で
き
る
。
皇
帝
は
史
料
①
③
の
よ
う
に
、
朝
早
く
前
殿
に
御
出
ま
し
に
な
る
と
、
中
室
田

・
橿
密
院

・
三
司

・
開
封
府

・
審
刑
院
及
び
請
劃
官
が

順
次
上
奏
を
行
う
。
ち
な
み
に
こ
の
嘗
時
の
前
殿
は
長
春
殿
で
あ
り
、
後
に
垂
扶
殿
と
改
名
さ
れ
る
。
こ
れ
を
史
料
C
及
び
史
料

I
i
v
に
よ

っ
て
確
認
す
る
と
、
中
書

・
植
密
院
は
政
治
の
中
橿
で
あ
る
か
ら
嘗
然
の
こ
と
と
し
て
、
三
司
、
開
封
府
、
向
書
六
曹

・
蓋
諌
、
審
刑
院
な
ど

府

・
審
刑
院
が
、

何
れ
も
政
治
上
重
要
な
官
司
が
、
優
先
的
に
上
殿
奏
事
の
権
限
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

E
で
は
三
司
・
開
封
府

・
葦
諌
官
が
、

E
で
は
向
書
六
曹
・
開
封
府
の
例
に
な
ら
い
翰
林
皐
士
が
、

N
で
は
蓋
諌
が
他
の
官

例
え
ば

史
料
ー
で
は
三
司
・
開
封

僚
と
比
べ
て

「先
次
に
班
を
挑
し
て
上
般
す
る
」
権
限
、

或
は
辰
の
刻
(
午
前
七
時
l
九
時
頃
〉
に
な
っ
て
も
「
隔
下
」
さ
れ
な
い
権
限
を
有
し

- 96ー

て
い
た
。
彼
ら
が
こ
う
し
た
権
限
を
有
し
得
た
の
は
、
史
料

V
の
蓋
諌
の
上
股
奏
事
が

「本
職
の
公
事
有
り
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
に
職
務

権
限
に
基
く
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
早
朝
の
上
殿
奏
事
は
辰
の
刻
を
一
つ
の
目
慮
と
し
て
い
た
こ
と
は
史
料

E
に
よ
っ
て
も
再
確
認
さ
れ
る
。

そ
し
て
②
@
辰
後
(
午
前
九
時
頃
〉
に
な
る
と
、

一
旦
内
廷
に
引
っ
込
ん
で
食
事
を
取
り
、
③
@
再
び
後
殿
に
御
出
ま
し
に
な
り
、
政
務
を
取

ら
れ
、
時
に
は
閲
兵
を
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
こ
に
見
え
る
後
肢
と
は
、
前
掲
史
料
C
に
よ
れ
ば
崇
政
殿
、
或
は
承
明
殿
(
明
道
二
年
に
延
和

殿
と
改
名
)
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
の
時
刻
の
規
定
で
あ
る
が

(
至
和
)
二
年
二
月
二
十
三
日
。
閤
門
使
李
惟
賢
言
う
な
ら
く
、

躍
賓
副
使
郭
遠
上
股
奏
事
す
る
に

巴
刻
に
至
る
に
向
お
未
だ
退
か

ず
。
請
う
ら
く
は
今
よ
り
上
殿
臣
僚
、
春
分
前
は
辰
正
を
過
ぐ
る
を
得
る
母
く
、
春
分
後
は
辰
初
を
過
ぐ
る
を
得
る
母
か
れ
。
敷
陳
未
だ

後
般
に
一
再
び
引
せ
し
め
よ
。

壷
く
さ
ざ
れ
ば
、
質
封
し
て
準
内
せ
し
め
、

或
は
面
劉
を
須
む
れ
ば
、

違
う
者
は
、
閤
門
揖
下
せ
よ
。

近

臣

・
蓋
諌
は
卸
ち
間
わ
ざ
ら
ん
こ
と
を
。
之
に
従
う
。



(
治
卒
〉
一
一
一
年
二
月
十
五
日
。
閤
門
使
章
希
一
言
う
な
ら
く
、
乞
う
ら
く
は
今
よ
り
上
殿
の
人
、

せ
し
め
ら
れ
ん
こ
と
を
。
之
に
従
う
。

巳
四
刻
に
至
ら
ば
、
則
ち
衣
日
に
上
殿

(
照
寧
元
年
)
二
月
九
日
。
閤
門
言
う
な
ら
く
、
蓄
制
、
中
書
・
植
密
院
奏
す
る
の
ほ
か
、
更
に
三
班
を
引
し
て
上
殿
せ
し
む
。
偲
日
は

雨
班
た
り
。
も
し
後
殿
に
隔
遁
せ
し
め
ら
れ
、
更
に
巳
正
と
報
ず
る
に
遇
わ
ば
、
即
ち
に
旨
を
取
り
、
女
日
に
方
め
て
引
せ
し
む
。
伏
し

て
縁
る
に
、
再
び
後
殿
に
御
し
、
雑
公
事
を
引
し
皐
ら
ば
、
己
に
是
れ
巳
時
な
る
に
、
方
め
て
再
び
上
肢
の
臣
僚
を
引
す
れ
ば
、
僅
か
に

か
な

午
刻
に
及
ぶ
。
鰹
鍾
を
聞
く
に
遇
わ
ば
、
即
ち
須
ら
ず
申
末
に
至
り
て
、
久
し
く
聖
婦
を
第
す
る
は
、
便
に
非
ず
。
欲
し
乞
う
ら
く
は
今

後
経
鐘
の
日
に
遇
わ
ば
、
上
殿
の
班
、
中
書
・
植
密
院
を
除
く
の
外
、
擢
り
に
只
一
班
を
引
せ
し
め
よ
。
も
し
急
速
の
こ
と
及
び
言
事
官

の
劃
を
乞
う
こ
と
有
れ
ば
、
師
ち
に
旨
を
取
れ
。
鰹
鐘
の
罷
む
る
を
候
ち
て
蓄
に
侃
ら
し
め
ん
こ
と
を
。
之
に
従
う
。

(
以
上
『
宋
舎
要
』
儀
制
六
「
群
臣
奏
事
」
)

と
見
え
る
よ
う
に
、
前
殿
の
上
肢
奏
事
は
辰
の
刻
(
春
分
前
は
辰
初
1

午
前
七
時
、
春
分
後
は
辰
正
1

午
前
八
時
)
を
目
慮
と
し
、

一
E
内
廷
に
引
っ
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お
霊
頃
ま
で
政
務
を
執
る
。

隻
日
に
行
わ
れ
る
鰹
鐘
の
日
(
開
講
|
|
二
月
J
端
午
、
及
び
八
月
J
冬
至
の
閲
〉
に
は
、
遁
英
閣
に
て
未
の
刻
、
申
の
刻
(
午
後
一
時
J
午
後
五
時
頃
)

ま
で
講
義
を
受
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
経
鐘
以
外
に
は
、
④
④
嘗
直
の
翰
林
侍
誼
事
士
・
翰
林
侍
講
拳
土
を
召
し
、

込
み
食
事
を
取
り
、
後
殿
に
御
出
ま
し
に
な
り
巳
正
・
巳
四
刻
(
午
前
十
時
頃
〉
を
目
慮
に
上
肢
奏
事
を
受
け
、

夜
に
政
務
を
問
う

「
翰
苑
夜
直
」
も
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
太
宗
朝
頃
か
ら
始
ま
り
、
翰
林
侍
讃
・
侍
講
聞
学
士
が
設
置
さ
れ
た
員
宗
靭
頃
定
制
化
さ
れ
た
も
の
で
あ

(日
)

(

M

)

る
。
こ
の
ほ
か
、
崇
政
蹴
・
延
和
殿
で
は
閲
兵
や
毎
年
一
度
行
わ
れ
る
皇
帝
に
よ
る
虜
囚
の
親
決
な
ど
も
行
わ
れ
た
。

次
に
、
各
種
の
封
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。
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轄
制
到
(
・
次
帆
割
、
輪
封
と
も
稽
さ
れ
、
ま
た
南
宋
期
に
は
面
劉
と
し
て
史
料
に
頻
出
す
る
)
は
、
通
例
、
五
日
に
一
度
の
内
殿
起
居
の
際
、
中
央
高
官
一

i
二
員
を
選
ん
で
上
股
奏
事
を
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
例
外
的
に
南
宋
第
一
代
高
宗
朝
に
は
覗
朝
の
日
に
毎
回
責
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
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期
を
除
け
ば
そ
の
貫
施
は
断
績
的
で
あ
る
。
確
認
で
き
る
範
圏
で
は
、
建
隆
三
年
〈
九
六
二
〉
二
月
の
詔
を
皮
切
に
、
同
年
八
月
、

八
月
、
乾
徳
四
年
(
九
六
六
)
四
月
賞
施
、
そ
の
後
中
断
し
て
淳
化
二
年
(
九
九
一
)
一
一
月
復
活
、
ま
た
中
断
し
、
威
卒
三
年
(
一

0
0
0
)

一
一
月
賞
施
、
景
徳
三
年
(
一

O
O六
)
四
月
復
活
、
ま
た
中
断
し
天
聖
七
年
へ
一

O
二
九
)
三
月
復
活
、
翌
八
年
九
月
中
止
、
皇
結
五
年
(
一

O
五
三
〉
五
月
寅
施
、
治
卒
四
年
へ
一

O
六
七
)
一
一
月
貫
施
、
照
寧
四
年
(
一

O
七
一
)
八
月
中
止
な
ど
、
貫
施
・
中
止
が
繰
り
返
さ
れ
て
い

(

日

)
る
。
こ
れ
は
臣
下
よ
り
庚
く
意
見
を
聞
く
と
い
う
皇
帝
の
姿
勢
を
見
せ
る
こ
と
を
趣
旨
と
し
て
貫
施
さ
れ
る
傾
向
が
強
く
、
こ
の
こ
と
は
例
え

(

団

)

ば
、
同
時
に
輔
針
に
預
か
ら
な
い
内
外
の
官
よ
り
も
封
章
の
提
出
を
求
め
た
事
か
ら
も
窺
え
る
。
従
っ
て
そ
の
中
止
理
由
も
、
天
聖
人
年
を
例

(

げ

)

に
取
る
と
、
政
事
批
判
が
多
い
こ
と
を
大
臣
が
嫌
っ
た
、
一
通
り
百
官
の
意
見
を
聞
い
た
な
ど
が
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
轄
割
に
嘗
た
る

官
自
瞳
が
敬
遠
し
た
り
、
無
盆
の
空
言
や
行
い
難
い
高
論
を
述
べ
る
も
の
が
多
い
な
ど
、
官
僚
の
意
見
上
申
の
手
段
と
し
て
十
分
機
能
し
難
い

(

国

)

側
面
も
有
し
て
い
た
。

四
年
四
月
、
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召
針
は
、
翰
林
事
土
李
迫
を
龍
圃
閣
に
召
射
し
て
詔
書
の
起
草
を
命
じ
た
り
(
『
長
編
』
各
八
八
〉
、
宰
相
王
旦
を
召
し
、
山
由
市
政
肢
に
劃
す
る
こ

と
数
刻
に
及
ん
だ
(
『
長
編
』
巻
九
O
)
な
ど
の
事
例
が
一
万
す
よ
う
に
、
皇
帝
一
側
が
「
召
す
」
と
い
う
行
震
を
逼
じ
て
働
き
か
け
る
劃
を
線
稽
し

た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
行
筋
は
、
通
常
の
劃
一
般
に
見
え
る
ほ
か
、
間
学
識
有
る
人
物
・
功
績
あ
る
武
官
な
ど
を
召
す
場
合
、
或
は
推
暴

を
受
け
た
人
物
を
召
す
場
合
な
ど
の
事
例
も
敷
多
く
見
ら
れ
、
皇
一
一
帝
が
任
意
に
人
材
を
登
用
し
た
り
、
贋
く
一
意
見
を
聞
く
こ
と
を
主
眼
と
し
て

(四〉

行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

官
司
が
引
導
し
て
行
な
う
封
で
あ
る
。

(
『
朱
子
語
類
』
巻
一
一
一
八
、
第
三
・
四
候
)
、
引
封
も
こ
の
二
つ
の
行
痛
を
前
提
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
顕
著
な
も
の
と
し
て
は
、
例
え
ば

「
近
制
、
京
朝
官
の
中
外
の
職
事
に
任
じ
、
代
を
受
け
る
も
の
、

-
t
i
 

コ
ワ
警
に

本
来
、

朝
見
は
、

閤
門
司
主
導
に
よ
る
引
見
、
上
殿
の
二
つ
に
分
か
れ
る
も
の
で
あ
り

考
課
引
封
し
、

多
く
紋
濯
を
獲
た
り
。
」

(
『
長
編
』
巻
五
二
)
、

「
詔
す
、
審

官
・
一
二
班
の
引
封
せ
る
京
朝
官
・
使
臣
は
三
人
を
過
ぐ
る
を
得
ざ
れ
。
京
朝
官
の
差
遣
は
五
人
を
遁
ぐ
る
を
得
ざ
れ
。
使
臣
の
差
遣
及
び
吏
部

「
中
書
言
う
な
ら
く
、

鐙
選
人
は
各
十
人
を
過
ぐ
る
を
得
ざ
れ
。
」

(
『
長
編
』
巻
六
六
〉
、

文
武
臣
僚
の
年
終
に
奉
し
到
れ
る
幕
職
・
州
懸
官
、



今
欲
す
ら
く
は
、

五
人
以
上
同
罪
保
孝
せ
る
も
の
は
、
替
日
に
吏
部
流
内
鮭
を
し
て
磨
勘
引
濁
せ
し
む
る
を
定
め
ん
と
。
之
に
従
う
。
」

「
上
、
便
肢
に
御
し
、
軍
校
を
引
封
し
、
こ
れ
を
第
遷
す
。
九
て
三
日
に
し
て
畢
わ
る
。
」
(
『
長
編
』
各
八
三
)
と
い
っ
た
事
例

か
ら
知
れ
る
よ
う
に
、
審
官
院
・
三
班
院
が
行
な
う
京
朝
官
・
使
臣
の
外
任
代
還
の
際
の
考
課
引
封
、
吏
部
流
内
詮
の
行
う
選
人
磨
勘
改
官
の

際
の
引
封
、
軍
頭
司
の
行
う
箪
校
引
見
な
ど
の
人
事
関
係
の
官
司
に
よ
る
事
例
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
他
に
官
位
の
低
い
も
の
を
特
別
に
劃
す
る

(

初

)

「
小
官
特
引
」
も
行
わ
れ
て
い
る
。

(『長

編
』
巻
八
二
〉
、

入
見
・
入
謝
・
入
僻
は
、
内
朝
の
御
肢
で
責
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
新
授
の
官
の
挨
拶
、
加
恩
に
劃
す
る
御
種
、
外
任
に
出
る
際
の
挨
拶

な
ど
の
際
に
行
わ
れ
た
。
例
え
ば
、
大
中
群
符
八
年
六
月
、
「
新
授
杭
州
観
察
推
官
朱
自
国
符
等
四
百
六
十
人
入
謝
す
。
」
(
『
長
編
』
巻
八
四
)
に

見
え
る
「
入
謝
」
の
入
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
嘗
然
な
が
ら
そ
れ
に
劃
す
る
も
の
と
し
て
、
正
街
殿
で
行
わ
れ
る
正
謝
、
街
僻
な
ど
の

儀
躍
が
あ
っ
た
が
、
官
僚
に
と
っ
て
は
前
者
が
重
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
便
肢
で
行
わ
れ
る
中
謝
・
僻
見
の
後
、
正
街
殿
で
の
街
僻
・

謝
に
赴
か
な
い
官
僚
が
多
い
こ
と
を
批
判
し
た
張
泊
の
批
剣
(
『
長
編
』
堂
三
乙
か
ら
窺
え
よ
う
。
や
は
り
、
入
謝
・
酔
・
見
の
際
に
行
わ
れ

る
単
な
る
儀
瞳
に
留
ま
ら
な
い
皇
帝
と
の
割
、
「
入
封
」
が
そ
の
際
に
行
わ
れ
、
官
僚
た
ち
が
自
己
の
意
一
見
を
開
陳
し
た
り
、
思
寵
を
求
め
る

(

幻

〉

機
舎
と
な
司
た
の
で
あ
る
。
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そ
の
他
の
封
と
し
て
、
経
鐘
留
身
が
あ
る
。
こ
れ
は
経
鐘
官
が
進
講
後
、
留
ま
っ
て
行
う
劃
で
あ
り
、
そ
の
様
子
は
例
え
ば
宋
本
『
増
康
司

馬
温
公
全
集
』
巻
一
手
録
に
採
録
さ
れ
て
い
る
「
遁
英
留
針
録
」
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
司
馬
光
が
『
責
治
通
鑑
』
買
山

上
疏
を
紳
宗
に
講
じ
た
後
、
留
め
ら
れ
て
政
治
に
つ
い
て
議
論
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
中
に
ロ
ロ
公
著
・
王
安
石
・
呂
恵
卿
に
謝
す
る
人
物
評
、

三
司
傑
例
司
に
劃
す
る
批
剣
な
ど
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
ほ
か
、

さ
き
に
紹
介
し
た
翰
林
事
士
の
劉
で
あ
る
「
翰
苑
夜
封
」
と
い

っ
た
も
の
も
奉
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
が
通
常
の
奏
劃
の
制
度
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
に
特
別
に
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
「
開
天
章
閣
」

の
射
が
奉
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
慶
暦
の
政
治
改
革
は
、
天
章
閣
を
聞
き
活
仲
掩
等
に
政
治
を
下
問
し
た
こ
と
よ
り
著
名
な
十
の
政
治
改
革
案
が
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提
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
元
豊
官
制
改
革
質
施
に
あ
た
っ
て
も
、
最
終
的
な
段
階
で
あ
る
が
、

や
は
り
天
章
一
閣
を
聞
き
輔
臣
を
招
い
て
中
書
の
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原
案
を
検
討
さ
せ
て
い
る
(
『
長
編
』
巻
一
四
三
・
慶
暦
三
年
九
月
丁
卯
、
径
一
-
一
一
九

・
元
盟
四
年
二
月
丁
酉
の
僚
)
。
ま
た
、
ほ
ぼ
同
様
な
場
所
に
位
置

(

幻

〉

す
る
賀
政
肢
の
封
の
記
事
も
見
ら
れ
る
が
、
或
は
同
様
な
機
能
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
上
肢
の
班
敷
を
見
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

①
(
元
一
岡
元
年
二
月
壬
民
)
。

詔
す
、

上
殿
の
班
、
閏
二
月
よ
り
垂
廉
日
に
遇
わ
ば

一
班
を
引
す
。
雁
ゆ
る
上
般
及
び
特
旨
も
て
上
殿

せ
し
む
る
者
、
閤
門
は
前
一
目
、

入
内
内
侍
省
に
閲
せ
よ
。
山
間
書
六
曹
、
御
史
中
丞
は
侍
御
史
或
は
殿
中
監
察
御
史
一
員
と
と
も
に
、
開

封
知
府
は
属
官
一
員
を
輪
し
、
諌
議
大
夫
は
司
諌
或
は
正
言
一
員
と
同
に
劃
せ
よ
。

(
『
長
編
』
各
三
六
五
)

②
康
定
元
年
五
月

一
日
。

詔
す
、
前
殿
の
奏
事
、
今
よ
り
五
班
を
過
ぐ
る
を
得
ざ
れ
。
総
班
は
後
殿
に
劃
す
る
を
聴
す
。
の
お
御
厨
を
し

て
食
を
給
せ
し
む
。

し
て
食
を
進
め
、
再
坐
を
倹
ち
て
復
た
掛
せ
し
む
。

④
(
天
聖
)
三
年
二
月
二
十
三
日
。
詔
す
、
制
引
が
垂
簾
の
目
、
上
般
奏
事
、
中
書
・
橿
密
院
を
井
せ
て
、
五
班
を
過
ぐ
る
を
得
ざ
れ
。
既

五
班
を
過
ぐ
る
を
得
る
母
か
れ
。
辰
漏
、
入
内

(以
上
『
{
木
曾
要
』
儀
制

一l
l
八
)
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③
六
月
三
日
。
詔
す
、
今
よ
り
恒
日
は
崇
政
殿
に
御
す
る
こ
と
、
亦
た
前
殿
の
如
く
し
、

に
し
て
叉
詔
し
て
班
次
を
定
め
ざ
ら
し
む
。

⑤
(
照
寧
元
年
)
二
月
九
日
。
閤
門
言
う
な
ら
く
、
蓄
制
、
中
書

・
極
密
院
奏
す
る
の
ほ
か
、
更
に
三
班
を
引
し
て
上
殿
せ
し
む
。
俵
日

は
雨
班
た
り
。
も
し
後
殿
に
隔
過
せ
し
め
ら
れ
、
更
に
巳
正
と
報
ず
る
に
遇
わ
ば
、
即
ち
に
旨
を
取
り
、
次
日
に
方
め
て
引
せ
し
む
。

(
以
上
『
宋
舎
要
』
儀
制
六
「
群
臣
奏
事
」
〉

一
般
に
上
股
の
班
は
官
聴
の
長
官
と
部
下
と
い
う
組
み
合
わ
せ
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
史
料
①
に
見
え
る
よ
う
に
、
向
書
六
曹
、

御
史
中
丞
は
侍
御
史
或
は
股
中
侍
御
史
・
監
察
御
史
一
員
と
、
知
開
封
府
は
属
官
と
、
諌
議
大
夫
は
司
諌

・
正
言
一
員
と
共
同
上
奏
す
る
こ
と

が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
向
愛
百
六
曹
に
つ
い
て
も
、
山
間
書

・
侍
郎
の
奏
事
の
際
、
郎
中
・
員
外
郎
が
附
き
従
っ
て
上
殿
す
る
こ
と
と
な
っ



て
い
る
(
『
長
編
』
各
三
二
七
・
元
墜
五
年
六
月
己
巴
の
僚
〉
。

逼
常
五
班
と
さ
れ

さ
ら
に
上
殿
奏
事
の
班
敷
は
史
料
②
③
④
⑤
に
見
え
る
よ
う
に
、

た
。
こ
れ
は
中
書
・
橿
密
院
の
班
数
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
他
の
数
は
二

1
一
一
一
班
と
な
る
。
勿
論
、
皇
帝
が
病
気
の
時
や
、
垂
簾

聴
政
な
ど
皇
太
后
が
政
治
を
代
行
す
る
時
な
ど
は
班
の
敷
は
限
定
さ
れ
た
し
(
史
料
①
に
は
、
中
書
門
下
・
縞
密
院
の
ほ
か
一
斑
と
い
う
数
字
が
見
え

る
〉
、
ま
た
緊
急
を
要
す
る
上
奏
は
こ
の
五
班
以
外
に
も
認
め
ら
れ
、

必
要
が
有
れ
ば
正
肢
か
ら
退
い
た
便
肢
で
上
股
奏
事
が
行
わ
れ
た
。

伊j

外
的
に
、

照
寧
七
年
へ
一

O
七
四
〉
一
一
一
月
に
十
五
班
と
い
う
数
字
が
見
ら
れ
る
が
、
前
者
は
一
章
献

明
粛
劉
皇
太
后
の
垂
簾
聴
政
期
で
あ
り
、
皇
太
后
と
の
針
が
五
日
に
一
度
行
わ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
、
後
者
は
大
撞
の
暇
日
の
た
め
滞
つ

天
聖
七
年
三

O
二
九
)
五
月
に
十
九
班
、

て
い
た
召
劃
者
二
十
四
人
を
鵬
債
の
日
に
開
わ
ら
ず
寅
施
し
た
と
い
う
事
貫
(
『
長
編
』
巻
一

O
八
、
二
五
八
)
か
ら
鑑
み
て
、

べ
き
で
は
な
い
。

同
様
に
取
り
扱
う

き
て
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
な

っ
た
上
股
五
班
と
い
う
数
字
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

『
長
編
』
巻
一
五
四
、
慶
暦
五
年
二
月
乙
巳
の
僚
に
は
、
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右
正
言
銭
明
逸
が
「
中
書
・
橿
密
院
を
除
く
三
班
の
内
部
辞
は
、
毎
日
公
事
の
報
告
を
行
う
一
一
一
司
・
開
封
府
の
二
班
が
先
ず
数
え
ら
れ
、
そ
れ
以

外
に
審
刑
院
或
は
大
雨
省
の
上
殿
奏
事
が
あ
る
と
、
そ
の
他
の
上
腫
奏
事
の
官
は
次
の
機
舎
に
因
さ
れ
て
し
ま
う
。
諌
官
は
諌
争
の
職
に
あ

緊
急
性
が
あ
る
の
で
三
班
以
外
に
上
殿
奏
事
を
認
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
」
と
述
べ
、

り
、
そ
の
言
は
朝
廷
の
得
失
・
賞
罰
と
関
わ
り
、

そ
の

提
言
は
裁
可
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
前
掲
史
料
C
に
よ
れ
ば
上
殿
奏
事
は
中
書
門
下
・
橿
密
院
・
三
司
・
開
封
府
・
審
刑
院
・
群
臣
の
順
で
あ

り
、
群
臣
に
は
大
南
省
以
上
で
務
め
を
京
師
に
領
し
、
公
事
有
る
も
の
は
時
に
請
劃
を
許
す
と
の
但
し
書
き
が
附
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、

元
豊
官
制
改
革
後
は
三
司
が
慶
止
さ
れ
た
た
め
、
三
省
・
橿
密
院
・
向
書
六
曹
・
開
封
府
の
順
に
な
る
。
要
す
る
に
上
殿
班
の
主
要
構
成
員
と

し
て
は
中
書
門
下
全
一
省
〉
・
植
密
院
・
三
司
(
向
書
六
曹
〉
・
開
封
府
が
奉
げ
ら
れ
、
そ
れ
に
随
時
に
蓋
諌
・
大
雨
省
の
官
が
加
わ
る
の
が
通
常

形
態
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
元
豊
官
制
改
革
後
の
一
時
期
は
三
省
分
班
奏
事
、
南
宋
初
め
の
金
と
の
戦
争
下
に
お
い
て

(
幻
〉

は
、
三
省
・
橿
密
院
同
班
奏
事
の
繁
則
的
形
態
が
取
ら
れ
た
こ
と
を
附
け
加
え
て
お
く
。
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次
に
、
先
の
史
料
に
表
わ
れ
た
大
雨
省
以
上
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
こ
の
大
雨
省
以
上
に

つ
い
て
、
梅
原
郁
氏
は
、
寄
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除
官
の
給
諌
以
上
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、

「
侍
従
」
と
い
う
範
時
と
重
な
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
侍
従
は
「
中
書

門
下
南
省
、

(
『
長
編
』
巻
六
O
〉
と
言
わ
れ
た
り
、
館
職
の
待
制
以
上
を
侍
従
と
す
る
な
ど
多
種
多

正
言
よ
り
以
上
、
皆
天
子
の
侍
従
の
官
。
」

(
川
品
)

様
な
解
穫
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
『
朝
野
類
要
』
巻
二
「
侍
従
と
は
、

翰
林
事
士
・
給
事
中

・
六
備
蓄
侍
郎
是
な
り
。
又
中
量一田舎人

・
左
右
史

次
を
以
て
す
れ
ば
こ
れ
を
小
侍
従
と
調
う
。
ま
た
在
外
諸
閣
向
学
士
・
待
制
を
帯
す
る
者
、
こ
れ
を
外
侍
従
と
調
う
。
」
の
規
定
に
従

っ
て
お
く
。

つ
ま
り
、
肩
書
と
し
て
の
外
侍
従
を
除
外
す
れ
ば
、
翰
林
事
士
、
給
事
中
、
六
向
書
・
侍
郎
、

及
び
小
侍
従
た
る
中
書
舎
人
、

左
右
史
(
起
居

郎
・
起
居
合
人
)
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
先
の
事
例
で
言
う
な
ら
ば
京
師
の
職
事
官
で
大
雨
省
以
上
の
者
、
す
な
わ

の
擢
利
が
輿
え
ら
れ
た
こ
と
と
な
る
。

曹
・
開
封
府
と
同
じ
「
先
次
挑
班
上
殴
」
の
権
利
が
付
興
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
た
。

ち
侍
従
に
は

「
時
請
封
」

さ
ら
に
前
掲
史
料
E
に
は
、

察
京
の
上
言
に
よ
っ
て
翰
林
事
土
に
尚
書
六

し
か
し

質
際
に
は
淳
照
一
六
年
(
二
八
九
)
の
臣

僚
の
上
言
に
、

侍
従
の
臣
は
、
皆
一
時
の
選
を
極
め
た
る
に
、
既
に
同
封
の
拘
無
く
、

叉
越
職
の
禁
無
し
。
而
る
に
猫
お
近
例
を
承
用
し
、
率
ね
敷
月
に
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一
た
び
請
劃
す
る
の
み
に
し
て
、

叉
必
ず
序
を
以
て
進
み
、
殆
ん
ど
未
だ
以
て
論
思
献
納
の
義
を
壷
く
す
に
足
ら
ず
。
願
う
ら
く
は
陛
下

近
臣
に
明
詔
し
、
九
そ
朝
政
の
閥
失
・
軍
園
の
利
害
に
有
し
く
も
見
す
る
所
有
ら
ば
、

大
な
れ
ば
則
ち
請
劉
し
、

小
な
れ
ば
則
ち
抗
章

し
、
直
言
し
て
隠
す
無
く
、
皆
時
を
須
む
る
無
か
れ
。

〈
中
略
〉
之
に
従
う
。

(
『
宋
舎
要
』
儀
制
六
|
一
一
一
O
〉

と
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
数
月
に
一
度
請
封
、

ま
た
順
序
に
拘
束
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
向
書
六
曹
・
開
封
府
・
蓋
諌
と
同
じ
権
限
を

有
す
る
存
在
で
あ
ア
た
と
は
考
え
難
い
。
こ
の
こ
と
を
質
謹
す
る
か
の
如
く
、
紹
興
八
年
(
一
一
一
一
一
八
〉
一

O
月
一
一
一
一
日
の
詔
に
は
、
「
閤
門
に

詔
す
、
今
後
塵
ゆ
る
従
官
の
上
肢
は
、
蓋
諌
に
次
い
で
面
劉
官
の
上
に
在
り
て
引
せ
し
め
よ
。
」
(
『
宋
曾
要
』
儀
制
六
|
一
二
二
〉
と
あ
り
、
基
諌
、

侍
従
、
面
劉
〈
リ
縛
針
)
官
の
順
に
、
射
の
優
先
順
位
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
護
言
櫨
と
い
う
覗
貼
を
進
め
て
行
く
と
、
元
結
時
代
の
垂
簾
聴
政
期
に
出
さ
れ
た
蘇
轍
の
護
言
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
通
常
時
に
お
い
て
は
(
上
〉
|
|
宰
執
の
朝
夕
の
奏
事
、

(
下
)
|
|
蓋
諌
の
代
わ
る
代
わ
る
の
進
見
、

(内

)
1
1南
省
・
侍
従
・



諸
司
官
長
の
上
奏
、

(
外
)
|
|
監
司
・
郡
守
・
走
馬
承
受
の
僻
見
の
際
の
上
奏
と
い
っ
た
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
上
殿
奏
事
が
盛
ん
に
な
さ
れ

た
が
、
現
在
の
垂
簾
聴
政
期
に
お
い
て
は
劃
を
許
さ
れ
る
の
は
前
の
二
つ
の
み
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
(
『長
編
』
巻
四
四
八
)
、

宰
執
・
蓋

諌
の
擢
限
上
の
優
位
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

さ
ら
に、

こ
の
こ
と
を
射
の
手
績
面
か
ら
再
確
認
し
て
み
よ
う
。
己
に
拙
稿
で
述
べ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
嘗
時
の
内
外
の
官
僚
の
多
く
に

上
殿
奏
事
の
権
利
が
興
え
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
様
限
は
一
様
で
は
な
く
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
別
さ
れ
た
。
即
ち
、
上
奏
し
て
朝
旨
に
よ

る
許
可
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
官
僚
、
直
接
関
門
司
に
牒
し
て
請
封
出
来
る
官
僚
、
先
女
に
上
殿
で
き
る
官
僚
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

時
期
、
権
力
を
握
っ
た
宰
執
・
蓋
諌
は
最
後
の
グ
ル
ー
プ
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
ア
た
。
こ
の
よ
う
に
、
劃
の
権
限
を
背
景
に
宰
執
・
蓋
諌
の

(

お

〉

政
治
樺
力
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
種
々
の
劉
の
機
能
を
見
て
き
た
が
、
こ
の
制
度
か
ら
窺
え
る
政
治
構
造
上
の
官
僚
の
位
置
附
け
を
試
み
て
み
よ
う
。

堅
官
制
改
革
後
は
三
省
)
と
枢
密
院
は
、
宰
執
と
し
て
百
官
を
統
括
し
、
皇
帝
を
補
佐
す
る
機
構
で
あ
る
た
め
、
第
一
に
位
置
す
る
存
在
で
あ
っ

「
臣
僚
の
上
最
は
、
留
身
奏
事
す
る
を
得
ざ
ら
し
む
。
宰
匡
は
、

中
書
門
下
(
元
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た
。
そ
の
優
位
さ
は
、

執
政
官
の
曲
謝
及
び
職
を
解
く
を
乞
う
に
非
ざ
れ

ば
、
聴
す
。
」
と
し
た
閤
門
の
見
行
篠
法
や
、

「
詔
す
、
今
よ
り
執
政
官
、
留
身
奏
事
す
る
を
許
す
こ
と
、
宰
臣
の
例
の
如
く
せ
よ
。
」
と
の
詔

(
『
建
炎
以
来
繁
年
要
録
』
昌
也
六
七
、
六
八
)
に
見
え
る
通
り
、

「
留
身
奏
事
」
、
即
ち
一
人
残
っ
て
皇
帝
に
上
奏
で
き
る
特
権
に
表
わ
れ
て
い
る
。

宰
相
の
濁
封
の
事
例
が
史
料
中
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
三
司
・
開
封
府
と
い
う
財
政
・

首
都
を
司
る
行
政
官
鹿
、
及
び
主
な
職
掌
?
と
し
て
「
言
事
」

(
H政
事
批
剣
〉
を
捲
首
す
る
蓋
諌
が
「
先
次
挑
班
上
肢
」
の
権
限
を
有
す
る
こ

と
に
よ
り
第
二
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
ほ
か
、
審
刑
院
な
ど
主
要
な
行
政
官
鹿
も
こ
こ
に
加
わ
る
。
し
か
し
、
三
司
、
開
封

府
、
或
は
審
刑
院
な
ど
は
、

何
れ
も
特
定
の
職
務
を
掌
る
官
酷
で
あ
り
、

上
奏
内
容
も
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
領
域
に
限
定
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
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る
。
な
お
、
元
豊
官
制
改
革
後
は
、
三
省
六
部
瞳
制
の
復
活
に
よ
っ
て
、
三
司
、
審
刑
院
等
の
役
所
が
麿
止
さ
れ
た
た
め
、
向
書
六
曹
が
こ
の
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位
置
を
占
め
る
こ
と
と
な
る
。

一
方
、
後
者
の
蓋
諌
は
「
言
事
」
の
職
務
に
表
わ
れ
る
よ
う
に
、

上
奏
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、

そ
の
機
能
が

十
分
裂
揮
さ
れ
た
際
に
は
宰
執
と
棺
括
抗
す
る
勢
力
と
な
っ
た
。
従
っ
て
、
劉
の
機
能
を
見
る
限
り
、
同
じ
第
二
グ
ル
ー
プ
と
い
っ
て
も
向
書

六
曹
よ
り
上
位
に
位
置
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
下
に
、
「
時
詰
針
」
の
楼
限
を
有
す
る
第
三
グ
ル
ー
プ
が
位
置
す
る
。
こ
こ
に
は
、

第
二
グ
ル
ー
プ
に
包
含
さ
れ
た
向
書
六
曹
の
向
書

・
侍
郎
を
除
外
し
た
侍
従
層
、
即
ち
翰
林
開
学
士
・
給
事
中
・
中
書
舎
人
と
い
司
た
官
僚
唐
が

含
ま
れ
る
。
彼
ら
は
封
と
い
う
機
能
に
お
い
て
は
弱
睦
で
は
あ
る
が
、
詔
敷
の
起
草
、
封
還
調
頭
、
封
駁
と
い
っ
た
機
能
を
通
じ
て
、
別
の
面

で
政
策
決
定
に
大
き
く
関
わ
る
官
僚
層
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
に
来
る
の
が
、
諸
々
の
上
殿
奏
事
の
擢
限
を
有
す
る
官
で
あ
り
、
中
央
百
司
の
轄

封
官
、
酔

・
見
の
際
な
ど
に
封
の
機
舎
を
も
っ
た
監
司
・
知
州
な
ど
の
官
僚
層
が
位
置
す
る
。
以
上
が
封
を
通
じ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
、
外
朝

を
中
心
と
し
た
官
僚
構
成
で
あ
る
。
さ
ら
に
内
朝
・
経
鑑
と
別
の
政
治
空
間
に
お
い
て
皇
一
帝
と
の
劉
を
許
さ
れ
る
、
内
侍
・
鰹
鐘
官
と
い
っ
た

存
在
も
、
浮
び
上
が
っ
て
く
る
が
、
こ
れ
ら
は
政
治
の
裏
側
と
も
言
う
べ
き
慮
に
位
置
し
、

で
閥
わ
る
存
在
で
あ
り
、
別
の
観
酷
か
ら
改
め
て
考
察
を
進
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

か
っ
正
規
の
政
策
決
定
ル

i
ト
に
針
し
間
接
的
な
形
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四

結

以
上
、
針
と
議
を
手
掛
り
に
宋
代
の
政
治
構
造
を
探
っ
て
き
た
が
、

い
わ
ば
政
策
の
立
案
・
審
議
・
施
行
過
程
の
中
心
に
位
置
し
た
三
省
の

外
側
に
あ
っ
て
、
政
策
の
審
議
・
修
正
を
行
う
装
置
こ
そ
劉
と
議
で
あ
り
、

そ
し
て
、
そ
の
装
置
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
蓋

諌
で
あ
り
、
侍
従
で
あ
っ
た
と
概
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
極
め
て
巧
妙
に
作
ら
れ
た
制
度
で
は
あ
司
た
が
、
朱
烹
は
そ
の
内
の
割
に
つ
い
て
批
剣
的
な
意
見
を
提
出
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
針
の
時
間
自
醐
胞
が
短
い
こ
と
に
加
え
、
文
書
を
懐
に
入
れ
た
ま
ま
内
容
を
か
い
つ
ま
ん
で
話
す
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
、
机
を
設
け
、
坐

し
て
じ

っ
く
り
と
議
論
が
展
開
さ
れ
た
六
朝
の
「
針
案
童
数
」
と
比
較
し
、
立
っ
た
ま
ま
行
わ
れ
、
問
題
に
つ
い
て
そ
の
場
で
属
官
を
加
え
た

討
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
嘗
該
部
署
に
迭
ら
れ
て
検
討
に
多
大
な
時
聞
を
浪
費
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
(
『
朱
子
語
類
』
巻
一



二
八
、
第
二
五
僚
)
。

こ
の
評
債
を
ど
う
解
穫
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
朱
烹
の
指
摘
自
瞳
は
封
の
有
し
て
い
る
制
度
的
問
題
貼
を
見
事

に
突
い
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
な
に
か
し
ら
南
宋
と
い
う
時
代
賦
況
を
反
映
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
そ
こ

で
、
彼
の
活
躍
し
た
時
代
と
も
重
な
る
南
宋
の
専
権
宰
相
秦
槍
の
時
代
に
つ
い
て
燭
れ
、
今
一
度
こ
の
制
度
の
特
質
を
考
え
て
お
き
た
い
。
な

ハ
叩
山
〉

ぉ
、
秦
槍
政
権
に
つ
い
て
は
寺
地
遁
氏
に
詳
細
な
研
究
が
あ
り
、
多
く
の
成
果
が
護
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
成
果
の
一
つ
に
中
央
か
ら
地
方
ま

で
二
百
数
十
名
か
ら
三
百
名
未
満
に
も
及
ぶ
と
い
わ
れ
る
秦
槍
の
人
服
を
検
討
し
、
秦
檎
の
専
権
の
あ
り
方
が
官
僚
機
構
の
人
的
占
接
賦
況
で

あ
っ
た
と
位
置
附
け
ら
れ
た
こ
と
が
奉
げ
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
樺
力
の
中
核
と
な
司
た
の
は
向
書

・
侍
郎
の
質
務
官
僚
層
と
、
人
事
管
理
を
捻

う
蓋
諌
屠
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
氏
の
論
黙
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
目
中
『
宋
中
興
大
事
記
』
の
「
正
言
粂
讃
書
」

「復
令
百
官
輪
封
」

「
再
絞
給
舎
」
の
記
事
を

手
掛
り
と
し
て
、
秦
槍
の
政
治
空
間
の
占
援
朕
況
と
も
言
う
べ
き
事
賞
を
見
て
お
き
た
い
。

①
人
君
の
起
居
動
患
の
地
は
、
内
朝
と
固
い
、
外
朝
と
日
い
、
経
鐘
と
日
う
三
者
の
み
。
(
秦
)
檎
既
に
内
侍
及
び
醤
師
王
縫
先
と
結
び
、

上
の
微
旨
を
内
靭
に
闘
う
。
執
政
・
蓋
諌
、
皆
私
人
を
用
う
れ
ば
、
則
ち
叉
以
て
外
朝
に
調
縫
す
る
有
り
。
濁
り
経
鍾
の
地
の
み
、
乃
ち
人
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主
親
ら
儒
生
を
近
づ
け
る
の
時
な
る
に
、
檎
叉
そ
れ
そ
の
聞
に
浸
潤
す
る
所
あ
る
を
慮
る
。
是
に
於
い
て
言
路
に
除
せ
し
者
、
必
ず
経
症
に

輿
ら
し
め
以
て
人
主
の
動
息
・
議
官
の
準
読
を
察
せ
し
む
。
甚
き
は
そ
の
子
嬉
を
以
て
侍
讃
を
衆
ね
し
め
、
一
以
て
そ
の
私
を
行
う
の
み
。

②
園
朝
の
故
事
、
百
官
五
日
に
一
た
び
輪
封
す
。
秦
槍
営
園
よ
り
、
人
言
を
聞
く
を
悪
む
。
是
に
於
い
て
射
に
嘗
た
る
者
多
く
疾
に
托
し

て
上
ら
ず
し
て
、
言
路
絶
て
り
。
(紹
興
〉
十
七
年
に
至
り
て
、
詔
す
、
射
に
嘗
た
り
て
告
に
在
る
者
、
疾
愈
ゆ
る
の
日
を
侯
ち
て
上
股

せ
し
む
と
。
然
る
に
劃
す
る
所
の
者
、
大
理
寺
官
十
徐
人
の
姑
く
故
事
に
循
う
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。

③
園
朝
三
省
に
分
制
し
、
中
書
旨
を
取
り
、
門
下
審
覆
し
、
向
書
奏
行
す
。
中
書
に
在
り
て
は
、
則
ち
舎
人
以
て
分
徹
す
る
を
得
、
門
下

に
在
り
て
は
、
則
ち
給
事
中
以
て
論
駁
す
る
を
得
た
り
。
講
和
の
後
、
事
を
用
い
る
者
専
ら
私
意
に
任
せ
、
成
法
を
鹿
棄
し
、
詔
旨
重
頒

し
、
敷
笥
障
降
す
る
に
、
但
だ
己
に
行
せ
る
事
を
書
押
す
る
の
み。

故
に
舎
人
除
せ
ざ
る
こ
と
十
年
、
給
事
中
除
せ

e
さ
る
こ
と
七
年
、
甚

649 
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だ
祖
宗
省
を
分
か
ち
官
を
設
く
る
の
意
に
非
ず
。

①
で
は
皇
一帝
の
活
動
す
る
場
所
と
し
て
内
朝

・
外
朝

・
経
症
の
三
つ
が
翠
げ
ら
れ
、
秦
檎
は
内
侍
及
び
醤
師
王
縫
先
と
結
び
附
く
こ
と
に
よ
っ

て
内
朝
を
、
執
政
・
蓋
諌
に
私
人
を
登
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
外
朝
を
把
握
し
た
こ
と
、
経
症
の
場
に
お
い
て
は
言
路
の
官
、
具
盟
的
に
は
蓋

諌
を
経
鐘
官
に
登
用
し
、

ま
た
息
子
の
秦
爆
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
鍾
の
場
ま
で
支
配
し
よ
う
と
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に

新
法
政
策
の
推
進
者
で
あ
る
王
安
石
は
、
常
に
一
、
二
人
の
腹
心
を
鰹
鐘
に
配
置
し
、
奏
射
を
防
察
さ
せ
た
(
『
長
編
』
袋
二
一
五

・
照
寧
三
年
九

月
笑
巳
の
僚
、
『
司
馬
光
日
記
』
に
依
援
)
、
或
は
息
子
の
王
宝
刀
を
鰹
鑑
官
に
任
じ
た
と
こ
ろ
、
神
宗
は
彼
を
通
じ
て
機
密
事
項
を
王
安
石
に
停
え
た

令
長
編
』

巻
二
二
六
・
照
寧
四
年
八
月
己
卯
の
燦
所
引
『
林
希
野
史
』
)
と
記
さ
れ
て
お
り
、
権
力
者
が
経
鐘
の
場
に
も
腐
心
し
た
様
子
が
窺
え
る
。

こ
れ
は
慶
暦
二
年
(
一

O
四
二
)
二
月
、

な
お
、

御
史
中
丞
が
経
鐘
官
を
粂
任
す
る
こ
と
自
瞳
は
慣
例
と
な
っ

て
お
り
、

仁
宗
が
買
昌
朝
を
任

命
し
た
こ
と
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
(
『長
編
』
巻
二
二
五
)
。
②
は
輔
針
の
制
度
に
つ
い
て
、
秦
檎
は
人
の
意
見
を
聞
く
の
を
に
く
み
、
劃
の
順
番

官
十
徐
人
ば
か
り
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
る
。

な
お

『
建
炎
以
来
繋
年
要
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に
嘗
た
る
も
の
も
病
気
に
か
こ
つ
け
上
言
せ
ず
、
言
事
機
能
が
十
分
機
能
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
精
々
轄
封
を
行
う
も
の
は
大
理
寺

高
宗
朝
は
覗
朝
の
日
ご
と
に
轄
劉
が
行
わ
れ
た
時
期
で
あ
り
、

録
』
か
ら
二
百
三
十
程
の
轄
封
(
面
封
)
の
記
録
を
牧
集
で
き
る
。

こ
の
う
ち
、

四
割
弱
を
占
め
た
の
が
大
理
卿
・
少
卿
・
正
・
丞
・
司
直
・

評
事
主
簿
か
ら
な
る
大
理
寺
官
で
あ
り
、
同

一
人
物
が
数
度
に
わ
た
っ
て
登
場
す
る
こ
と
が
多
い
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
③
は
秦
槍
専
権
下
に

お
い
て
給
事
中
・
中
書
舎
人
が
空
位
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
る
。

な
お
翰
林
事
土
も
紹
興

一
七
年
(
二
四
七
)
三
月

1
二
五
年
(
二
五
五
)

一
一
一
月
ま
で
空
位
で
あ
り
、
世
間
然
な
が
ら
こ
の
問
、
封
還
詞
頭
、
封
駁
と
い
っ
た
異
議
申
立
の
機
能
も
作
用
し
な
か
っ
た
し
、
詔
敷
の
起
草
に

つ
い
て
も
た
だ
己
に
決
ま

っ
た
こ
と
か
」書
押
す
る
だ
け
で
あ
司
た
と
述
べ
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
開
、
直
合
入
院
、
直
撃
土
院
が
詔
敷
起
草
の

貫
務
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
寺
地
氏
に
よ
れ
ば
、
秦
槍
専
権
韓
制
は
、
紹
興

一
二
年
の
和
議
成
立
を
契
機
に
、

一
八
年
頃
に
出
現
し
た
と
言
わ
れ
る
が
、
管
見
の

限
り
、
秦
槍
の
専
権
化
の
進
行
と
と
も
に
侍
従
・
蓋
諌
の
議
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
或
は
③
に
見
え
る
侍
従
官
の
空
位
と
関
係



が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

要
す
る
に
、
針
と
議
と
い
っ
た
手
段
を
有
数
に
機
能
さ
せ
れ
ば
、
侍
従
・
蓋
諌
と
い
司
た
官
僚
機
構
が
活
性
化
し
、
逆
に
、

諌
の
人
服
、
或
は
そ
の
活
動
装
置
た
る
封
と
議
を
骨
抜
き
に
す
れ
ば
、
専
権
宰
相
秦
槍
に
見
ら
れ
た
政
治
擢
力
の
聾
断
が
賓
現
ず
る
の
で
あ

る
。
ま
さ
に
、
宮
崎
市
定
氏
が
「
宋
代
の
士
風
」
と
概
括
さ
れ
た
蓋
諌
を
中
心
と
し
た
士
大
夫
の
活
滋
な
言
論
活
動
は
、
前
者
の
僚
件
下
に
お

(

幻

〉

い
て
初
め
て
貫
現
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
先
に
見
た
朱
烹
の
護
言
も
、
射
の
制
度
が
形
骸
化
し
た
南
宋
時
代
の
朕
況
を
踏
ま
え
た

も
の
で
は
な
か
司
た
か
と
推
察
さ
れ
る
。
事
賞
、
こ
う
し
た
時
代
的
蟹
化
を
反
映
す
る
か
の
如
く
、
北
宋
末
よ
り
、
内
廷
か
ら
直
接
降
さ
れ
る

(

錦

)

御
筆
、
手
詔
が
横
行
し
、
正
規
の
文
書
シ
ス
テ
ム
が
崩
壊
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
今
後
は
、
こ
う
し
た
時
代
的
襲
化
に
も
目
を
向
け
、
改
め

て
宋
代
の
政
治
構
造
に
取
り
組
ん
で
み
た
い
。

註(

1

)
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渡
透
信
一
郎
「
中
園
古
代
専
制
園
家
論
」
(
『
比
較
園
制
史
研
究
序
説

|
|
文
明
化
と
近
代
化
|
|
』
、
柏
書
一
局
、
一
九
九
二
年
参
照
。

(
2
〉
永
田
英
正
「
漠
代
の
集
議
に
つ
い
て
」
(
『
東
方
畢
報
』
四
三
、
一

九
七
二
年
〉
、
中
村
圭
爾
「
南
朝
の
議
に
つ
い
て
ー
ー
ー
宋
・
斉
代
を
中

心
に
|
|
」
(
『
人
文
研
究
』
四

O
ー一

O
、
一
九
八
八
年
〉
、
金
子
修

一
「
南
朝
期
の
上
奏
文
の
一
形
態
に
つ
い
て
|
|
『
宋
書
』
躍
儀
志
を

史
料
と
し
て
|
|
」
(
『
東
洋
文
化
』
六

O
、
一
九
八

O
年
)
、
中
村
裕

一
『
唐
代
制
穀
研
究
』
(
汲
古
書
院
、
一
九
九
一
年
〉
附
節
E
「「議」

の
文
書
的
考
察
」
、
謝
元
魯
『
唐
代
中
央
政
権
決
策
研
究
』
〈
文
津
出

版
社
、
一
九
九
二
年
〉
、
松
本
保
宣
「
唐
代
後
牢
期
に
お
け
る
延
英
殿

の
機
能
に
つ
い
て
」
(
『
立
命
館
文
拳
』
五
二
ハ
、
一
九
九

O
年
)
、
裳

剛
「
延
英
奏
封
制
度
初
探
」
(
『
北
京
大
皐
皐
報
哲
皐
祉
曾
科
皐
版
』
一

こ
の
侍
従
・
蓋

九
八
九
1

五
〉
等
参
照
。

(

3

)

宮
崎
市
定
「
宋
代
官
制
序
設
|
|
宋
史
職
官
士
山
を
如
何
に
諌
む
べ
き

か
|
|
」
(
『
宋
史
職
官
志
索
引
』
所
枚
、
一
九
六
三
年
)
。

〈4
〉
「
宋
代
の
言
路
官
に
つ
い
て
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
一

O
一
|
六
、
一

九
九
二
年
〉
、
「
宋
代
の
垂
簾
聴
政
に
つ
い
て
」
(
『
中
園
の
停
統
祉
舎

と
家
族
』
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
年
)
、
「
宋
代
の
封
に
つ
い
て
」

(
卒
成
四
年
度
科
患
研
究
費
研
究
成
果
報
告
書
『
東
ア
ジ
ア
の
俸
統
祉

舎
に
お
け
る
指
導
者
像
の
比
較
研
究
』
、
一
九
九
三
年
)
。
本
文
所
掲
の

圏
三
は
以
上
の
拙
稿
に
基
く
も
の
で
あ
る
。

(

5

)

針
金
戦
時
下
の
百
官
の
議
は
『
長
編
紀
事
本
末
』
巻
一
四
五
、
靖
康

元
年
一
一
月
己
己
の
係
。
雨
制
の
議
の
事
例
は
、
『
長
編
』
巻
一
九

六
・
嘉
一
茄
七
年
正
月
乙
亥
の
僚
、
巻
二

O
二
・
治
卒
元
年
八
月
丁
巳
の
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係
、
単
位
二
四

0
・
照
寧
五
年
一
一
月
戊
辰
の
燦
な
ど
、
給
舎
の
議
の
事

例
は
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
径
一

八
二
・
紹
興
二
九
年
間
六
月
辛

未
、
各
一
九

0
・
紹
興
三
一
年
五
月
甲
申
の
僚
な
ど
。

(

6

)

禅
問
議
に
つ
い
て
は
小
林
義
康
「
「
殺
議
」
小
考
」
(
『
東
海
大
皐
紀
要

文
風
宇
部
』
五
四
、
一
九
九

O
年〉、

郊
犯
に
つ
い
て
は
小
島
毅
「
郊
杷

制
度
の
繁
遷
」
(
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一

O
八
、
一
九
八
九
年
)
、

元
結
の
科
摩
・
皐
校
の
議
に
つ
い
て
は
拙
稿
コ
冗
蹴
時
代
の
政
治
に
つ

い
て
|
|
選
傘
論
を
手
掛
り
に
し
て
|
|
」
(
『
宋
代
の
知
識
人
』
、
汲

古
書
院
、
一
九
九
三
年
〉
参
照
。

(
7
〉
躍
制
の
議
の
事
例
と
し
て
、
「
(
嘉
耐
三
年
四
月
〉
初
、
翰
林
皐
土

欧
陽
侮
言
一
脚
御
非
人
臣
私
家
所
宜
有
、
若
援
庚
親
宅
例
、
嘗
得
輿
置
、

則
是
沿
製
非
躍
之
躍
。
詔
迭
雨
制
及
蓋
諌
・
雄
官
詳
定
。」
(
『
長
編
』

巻
一
八
七
〉
、
「
(
治
卒
元
年
正
月
)
初
、
櫨
院
奏
乞
輿
雨
制
同
議
仁
宗

嘗
配
何
祭
。

(
中
略
〉
翰
林
間
学
士
王
珪
等
議
、
・
・
知
制
詰
銭
公
輔

議
、
:
:
:
。
於
是
、
叉
詔
牽
諌
及
講
讃
官
輿
雨
制
・
鰻
院
再
詳
定
以

開
。
御
史
中
丞
王
略
以
魚
、
:
:
:
。
知
諌
院
司
馬
光
・
日
議
議
、

・:
。
観
文
殿
風
平
土
・
翰
林
侍
譲
率
土
孫
林
等
奏
、
:
:
:
。
詔
従
林
等

議
。
」
(
『長
編
』
各
二

O
O
)、
「
(
紹
興
元
年
五
月
)
侍
従
・
霊
諌
集

議
隆
一
路
皇
太
后
議
日
昭
慈
献
烈
。
後
一
一
一
日
、
詔
恭
依
。
」
(
『
建
炎
以
来

繋
年
要
録
』
各
四
四
)
な
ど
。
科
翠
・
皐
校
の
議
の
事
例
と
し
て
「
(
慶

暦
四
年
三
月
)
詔
近
臣
議
。
於
是
翰
林
皐
土
宋
-
師
、
御
史
中
丞
王
扶

辰
、
知
制
詰
張
方
卒
・
欧
陽
筒
、
殴
中
侍
御
史
梅
撃
、
天
章
閣
侍
講
曾

公一死

・王
決
、
右
正
言
孫
甫
、
監
察
御
史
劉
混
等
合
奏
目
、
(
以
下

略
〉
」
(
『
長
編
』
巻
一
四
七
)
、
「
紳
宗
照
寧
二
年
、
議
吏
貢
翠
法
、

罷
詩
賦
明
経
諸
科
、
以
経
義
論
策
試
進
士
。
(
中
略
)
詔
爾
制

・
雨

省
・
待
制
以
上
・
御
史
・
三
司
・
三
館
議
之
。
」
(
『
文
献
逼
考
』
巻
三

一
)
、
「
(
一
元
結
元
年
閏
二
月
〉
詔
雄
部
興
雨
省
・
皐
土
・
待
制
・
御
史

肇

・
園
子
監
司
業
集
議
開
奏
。
」
(
『
宋
舎
要
』
選
翠
三
|
四
九
円
「
(
元

祐
三
年
九
月
)
詔
向
書
・
侍
郎

・
皐
土
・
待
制

・
雨
省
・
御
史
肇
官
・

園
子
監
長
京
、
詳
議
殿
試
用
三
題
法
。
」
(
『
長
編
』
巻
四
一
四
〉
な
ど
。

治
水
問
題
の
議
と
し
て
「
(
至
和
二
年
九
月
〉
了
卯
。
詔
、
:
:
其
令

雨
制
以
上
・
憂
諌
官
輿
河
渠
司
同
詳
定
関
故
道
修
六
塔
利
害
以
問
。
」

(
『
長
編
』
各
一
八
一
)
、
任
子
の
問
題
の
議
と
し
て
「
ハ
至
和
二
年
九

月
)
於
是
中
書
先
請
自
二
府

・
宣
徽
・
節
度
使
、
遇
南
郊
の
奮
奏
二

人
、
而
罷
毎
歳
乾
元
節
任
子
。
徐
詔
用
制

・
蔓
諌
官
定
議
以
問
。
」

(『長
編
』
巻
一
八
一
)
、
「
(
紹
興
七
年
十
月
)
中
書
含
人
越
忠
誠
入

割
、
論
任
子
之
弊
、
・
・
:
室
特
詔
侍
従
官
共
議
所
以
革
弊
之
術
、
一
ホ
之

以
至
公
、
断
之
以
必
行
。
翌
日
、
詔
侍
従
官
討
論
申
向
書
省
。
舎
思
誠

補
外
、
議
途
格
。」

(
『建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
巻
一
一
五
)
、
官
田
問

題
の
議
と
し
て
は
「
(
紹
興
三
十
一
年
一
一
一
月
)
初
、
戸
部
奏
以
官
田
授

棟
汰
使
臣
。
事
下
雨
省

・
翠
諌
、
既
而
給
事
中
責
租
舜
・
中
書
舎
人
虞

允
文
・
牽
諌
杜
華
老
・
梁
中
敏
等
言
、
:
:
:
。
」
(
『
建
炎
以
来
繋
年
要

録
』
倉
一
八
九
)
、
刑
法
問
題
の
議
は
「
(
乾
道
二
年
四
月
戊
寅
)
以
久

雨
、
命
侍
従
・
牽
諌
議
刑
政
所
宜
以
開
。
」
(
『
宋
史
』
宅
三
三
)
、
財

政
問
題
の
議
と
し
て
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』

倉

一
八
二
・
紹
興
二
九

年
間
六
月
辛
未
、
一
八
三
・
二
一
月
辛
未
の
僚
な
ど
。

(

8

)

『
宋
史
』
を
四
七
二
察
京
俸
に
「
初
、
園
制
、
凡
詔
令
皆
中
書
門
下

議
、
而
後
命
皐
土
震
之
。
至
照
寧
開
、
有
内
降
手
詔
不
由
中
書
門
下
共

議
、
釜
大
臣
有
陰
従
中
而
魚
之
者
。
至
京
則
又
患
言
者
議
己
、
故
作
御

筆
密
進
、
而
E
J
徽
宗
親
書
以
降
、
謂
之
御
筆
手
詔
、
達
者
以
遠
制
坐
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之
。
」
、
『
長
編
』
巻
一
一
一
二
三
・
元
堕
五
年
二
月
笑
丑
朔
の
僚
に
「
六
曹

諸
司
官
、
非
議
事
不
詣
都
省
及
過
別
曹
。
腹
立
法
事
、
本
曹
議
定
、
関

刑
部
覆
定
、
千
酬
賞
者
迭
司
勅
、
如
無
異
議
、
還
途
本
曹
、
赴
都
省

議
、
鐙
大
者
集
議
、
議
定
上
中
書
省
、
極
密
院
事
上
本
院
。
」
と
見
え

る。

〈

9
)

『
司
馬
光
奏
議
』
(
山
西
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年
)
巻
四

O

「
乞
合
雨
省
震
一
街
子
」
、
同
内
容
が
『
長
編
』
巻
四
一
一
一
一
に
司
馬
光

の
遺
稿
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
元
墜
八
年
七
月
、
呂
公
著

の
上
言
を
受
け
て
「
詔
謄
三
省
合
取
旨
事
及
登
諌
章
奏
並
同
進
呈
施

行
。
」
(
『
長
編
』
巻
三
五
八
〉
と
の
詔
が
出
さ
れ
て
い
る
。

(
叩
〉
「
元
結
初
、
司
馬
光
相
、
乃
請
令
三
省
合
班
奏
事
、
分
省
治
事
。
自

紹
聖
以
後
、
皆
因
之
。
」
(
『
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
甲
集
巻
一

O
、
官

制
一
、
丞
相
)
。

(
日
〉
宰
執
が
笥
子
を
進
呈
す
る
事
例
は
、
「
宰
執
進
呈
比
部
員
外
郎
李
泳

面
封
街
子
」
、
「
宰
執
進
呈
大
理
評
事
劉
敏
求
面
劉
街
子
」
‘
「
宰
執
進

呈
大
理
寺
主
簿
郭
淑
面
封
筋
子
」
(
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
倉
一
六

一
二
、
一
六
六
、
一
六
七
)
な
ど
c

(
ロ
)
『
宋
史
』
各
一
一
六
・
躍
志
て
『
玉
海
』
巻
七

O
、
『
長
編
』
巻

三
二

0
・
元
盟
四
年
一
一
月
己
酉
の
僚
、
『
宋
合
同
要
』
儀
制
四

l
七
な

ど
参
照
。

(
日
)
「
(
威
卒
二
年
七
月
)
丙
午
、
置
翰
林
侍
譲
皐
士
、
以
兵
部
侍
郎
場

嶺
之
・
戸
部
侍
郎
夏
侯
橋
・
工
部
郎
中
呂
文
仲
篤
之
。
置
翰
林
侍
講
田
学

士
、
以
園
子
祭
酒
邪
爵
魚
之
。
初
、
太
宗
命
文
仲
篤
翰
林
侍
讃
、
寓
直

禁
中
、
以
備
顧
問
、
然
名
秩
未
崇
。
上
奉
承
先
志
、
特
建
此
職
、
揮
老

儒
奮
徳
以
充
其
選
、
班
秩
次
翰
林
皐
士
、
器
棚
賜
如
之
。
設
直
虚
於
秘

閣
、
侍
讃
更
直
、
侍
講
長
上
、
日
給
向
食
珍
膳
、
夜
則
迭
宿
、
令
監
館

閣
各
書
籍
。
中
使
劉
崇
超
日
具
嘗
宿
官
名
、
於
内
東
門
進
入
。
自
是
多

召
封
詞
訪
、
或
至
中
タ
鷲
。
」
(
『
長
編
』
巻
四
五
)
。

(

H

)

崇
政
殿
・
延
和
殿
の
閲
兵
の
事
例
は
「
上
御
便
殿
、
翻
捧
日
・
龍

騎
・
競
騎
等
軍
習
戟
。
」
(
『
長
編
』
巻
六
八
・
大
中
鮮
符
元
年
二
月
戊

申
の
僚
)
、
「
御
承
明
殿
、
閲
試
衛
士
、
遷
補
有
差
。
」
(
『
長
編
』
巻

一
0
0
・
天
聖
元
年
二
月
戊
戊
の
篠
)
な
ど
。
虜
囚
の
親
決
は
「
上
御

崇
政
殿
、
親
銭
京
城
繋
囚
、
死
罪
己
下
並
滅
一
等
。
」
(
『
長
編
』
巻
九

七
・
天
繕
五
年
五
月
乙
亥
朔
の
臨
時
〉
な
ど
。

(
日
〉
『
長
編
』
巻
三
・
建
隆
三
年
二
月
甲
午
、
巻
三
二
・
淳
化
二
年
二

月
丙
申
、
巻
四
七
・
威
卒
三
年
一
一
月
壬
午
、
巻
六
二
・
景
徳
三
年
四

月
乙
未
、
各
一

O
七
・
天
聖
七
年
三
月
葵
未
、
巻
一

O
九
・
天
聖
八
年

九
月
丙
辰
、
巻
一
七
四
・
皇
耐
五
年
五
月
甲
子
、
『
宋
舎
要
』
職
官
六

O
l三
・
治
卒
四
年
一
一
月
四
日
、
『
長
編
』
巻
二
一
一
六
・
照
寧
四
年

八
月
了
卯
の
候
。

(
民
)
例
え
ば
、
『
宋
曾
要
』
職
官
六
O

|
二
、
天
聖
七
年
二
月
二
四
日
の

詔
「
宜
令
御
史
筆
告
示
百
官
遇
起
居
目
、
依
奮
儀
鱒
封
、
其
徐
内
外
文

武
臣
僚
未
預
縛
封
者
、
亦
許
具
章
疏
貧
封
間
奏
。
」
な
ど
。

(
げ
〉
『
長
編
』
巻
一

O
九
「
罷
百
官
棉
抑
制
到
。
白
復
関
封
、
言
事
者
頗
衆
、

大
臣
不
悦
也
、
故
復
龍
之
。
」
、
『
宋
舎
要
』
職
官
六
O
l一
一
「
御
史
塞

言
、
先
准
穀
、
百
官
起
居
日
令
縛
封
奏
事
、
今
己
周
週
。
認
権
罷
。
」
。

(
凶
)
『
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
甲
集
巻
九
「
百
官
縛
封
」
。

(
四
〉
司
馬
光
は
召
射
に
つ
い
て
「
陛
下
毎
日
聴
政
徐
暇
、
宮
中
無
事
之
時
、

特
賜
召
封
、
奥
之
従
容
議
論
古
今
治
僅
・
民
間
情
僑
、
使
各
渇
其
胸
臆
所

有
、
而
陛
下
更
加
采
揮
、
是
者
取
之
、
非
者
会
之
、
忠
者
獲
之
、
邪
者
割
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之
。
」
と
述
べ
る
(
『
長
編
』
巻
二

O
二
・
治
卒
元
年
七
月
丙
子
の
篠
)
。

(
却
〉
呂
中
の
言
う
「
小
官
特
引
」
の
内
容
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い

が
、

『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
の
中
に
は
高
官
の
推
奉
を
受
け
て
釣
が

行
わ
れ
、
抜
擢
さ
れ
て
い
る
事
例
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。

一
例
を
示
せ

ば
、
「
右
従
事
郎
卒
江
軍
節
度
推
官
趨
慶
孫
特
改
右
承
事
郎
。
翰
林
事

土
朱
震
等
言
、
慶
孫
内
行
孝
友
、
施
於
政
事
、
明
敏
可
観
。
故
引
封
而

有
是
命
。
」

(
『
建
炎
以
来
繁
年
要
録
』
巻

一
O
六

・
紹
興
六
年
一

O
月

己
亥
の
篠
〉
。

(
幻
)
知
諌
院
余
靖
の
上
言
の
一
節
に
、
「
小
人
望
風
希
進
、
無
所
不
至
。

幸
陛
下
毎
於
事
端
、
抑
其
奔
競
。
諮
自
今
臣
僚
入
封
、
有
楓
求
恩
浮

者
、
令
有
司
劾
其
罪
。
」
(
『
長
編
』
巻
一
五
三

・
慶
暦
四
年

一一一月
美

丑
の
燦
〉
と
あ
り
、
入
封
の
際
に
み
だ
り
に
恩
津
を
求
め
る
者
を
慮
罰

す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

(
忽
)
資
政
殿
の
制
到
の
事
例
は
、
『
長
編
』
巻
一

一
一
八

・
照
寧
三
年
ご
一
月

壬
申
、
巻
一
一
一
二
・

四
年
三
月
戊
子
、
巻
一
一
六

一・

八
年
三
月
辛
丑
の

僚
な
ど
。
な
お

コ一
史
直
前
」
に
つ
い
て
特
に
鯛
れ
な
か
っ
た
が
、
二

史
〈
起
居
郎

・
起
居
合
人
〉
は
、
宋
代
に
お
い
て
は
「
本
朝
、
止
だ
後

般
に
侍
立
せ
し
む
る
の
み
に
て
、
人
主
の
言
動
ま
た
興
関
す
る
こ
と

無
し
。
」

(
『
長
編
』
を
二
二
五
)
と
張
現
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
蛍

時
自
主
帝一
の
側
近
く
で
記
録
を
取
る
職
掌
で
は
な
く
な
っ
て
お
り
、
ま
た

一
般
に
、
上
殿
奏
事
を
行
う
官
と
し
て
見
な
さ
れ
な
い
存
在
で
あ
っ
た

(
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
巻

一
八
0
・
紹
興
二
八
年
九
月
甲
申
の
燦
)
。

な
お
起
居
注
に
つ
い
て
は
禁
崇
携
『
宋
代
修
史
制
度
研
究
』
(
文
津
出

版
社
、
一

九
九
一
年
〉
参
照
。

(
幻
)

一一
一
省
分
班
奏
事
に
つ
い
て
は
『
長
編
』
袋
三
一
一
七
・
元
盟
五
年
六
月

乙
卯
、
七
月
笑
未
の
僚
、

三
省
・
植
密
院
同
班
奏
事
に
つ
い
て
は
『
建

炎
以
来
繋
年
要
録
』
轡
七
七

・
紹
興
六
年
六
月
丙
成
の
篠
参
照
。

(

μ

)

『
宋
代
官
僚
制
度
研
究
』
(
同
朋
合
、

一
九
八
五
年
〉
六
八
頁
、
前

掲
註
(
3
〉
所
載
論
文
参
照
。

(
お
)
拙
稿
「
宋
代
の
垂
簾
聴
政
に
つ
い
て
」
。

(
M
A

〉
『
南
宋
初
期
政
治
史
研
究
』
(
渓
水
社
、

一
九
八
八
年
〉
、
及
び

「専

制
期
秦
檎
勢
力
の
構
成
と
特
質
」

(
『
中
関
祉
舎
史
の
諸
相
』

一
九
八

八
年
)
参
照
。

こ
の
ほ
か
、
秦
槍
と
墓
諌
勢
力
と
の
結
び
附
き
を
論
じ

た
衣
川
強

「秦
槍
の
講
和
政
策
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
東
方
皐
報
』
四
五
、

一
九
七
三
年
〉
、
秦
槍
の
親
戚
・
友
人
関
係
を
論
じ
た
劉
子
健
「
秦
槍

的
親
友
」
(
『
食
貨
』
一
四
、
第
七
・
八
期
、
一
九
八
四
年
)
な
ど
が

あ
る
。

(
幻
〉
「
宋
代
の
士
風
」
(
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
四
所
枚
、
同
朋
合
、
一

九
六
四
年
)
。

(
m
A
)

前
掲
註
(
8
〉
所
引
禁
京
停
、
及
び
『
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
乙
集
巻

二
「
親
筆
輿
御
筆
内
批
不
同
」
参
照
。
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Kota State from the latterhalf of the 18th century according to the contem-

porary Rajasthani revenue records preserved at the Rajasthan State Ar-

chives, Bikaner, India｡

　　

New towns evolved generally from very big villages on their way to

which created several small villages（ｄａｋＵｌ)and made most of them

independent (α∫li),and continued the same process even some time after

their formation. Most of these towns were commercial and / or industrial

in their character｡

　　

０ｎ the other hand, market towns (or villages) were either estab-

lished very near an old town bｙ夕'atels(village headmen), merchants or

the state by acquiring lands from its neighbouring villages,or they

developed from ａ small village that was attached to an old town｡

　　

Thus the formation of new towns and market towns （ｏｒvillages)

denotes clearlythat old towns of Kota region had already attainedthe peak

of their commercial and / or industrial activityaround the middle part of

the 18th century and had no capacity of further development within their

ｅχistingframework of economic and social　organisation.　However, it

seems that up to the middle part of the 19th century, the activity of

establishingnew villages had almost stopped, and they had to adopt some

new methods of agricultural and industrial production to realize further

the economic development of this region｡

　　

The economic and social structure of towns and market towns (vil-

lages) not discussed here is left asａ topic to be studied later.

　

ＡPRELIMINARY ESSAY ON POLITICAL STRUCTURE

IN SUNG CHINA―TAKING YI 議AND ＤＵＩ對ASCLUES―

HiRATA Shigeki

　　

This article analyzes yi and dui which p!ayed important roles in

decision of policies and ｅχistedoutside the process from design to enforce-

ment of policies, carried out in three departments, that is, Department of

Secretariat (中書省Zhong Shu Sheng), of Chancellery （門下省Men Xia

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－３－



Sheng), and of State Affairs（尚書省Shang Shu Sheng), aiming to make

clear ａ politicalstructure of the Sung Dynasty. Results are as follows:

　　

1) Yi contained three forms, first,yi of all o伍cials,at which all

officialsdiscussed grave matters of the State,second, yi of the Department

of State Affairs and of state councilors（宰執Zai Zhi), held constantly in

the process of designing policies,and third, yi of attendants（侍従Shi

Cong) and censors and remonstrators（毫諌Tai Jian), held according to

circumstances mainly for matters on ritualregulations. The latter played

an important rolein discussing policiesand appeared frequently in sources

above a11｡

　　

2) Dui, the system of shang dian zou shi 上殿奏事, played ａ part to

connect the emperor with officialsdirectly and broadly, taking various

forms zhu andu i韓對, zhaodui召對, rudui入對, yindui引對, and so on.

When we look at the right to speak to the emperor, making the dui as ａ

clue, a superiority of state councilors and censors and remonstrators was

remarkable, and when this function ran well. an influence of censors and

remonstrators could be ａ match for that of statecouncilors｡

　　

3）The politicsof the Sung Dynasty were operated by the three-

poles-structure,constructed of the emperor, who had the supreme power to

propose and decide the will of the State, and state councilors,who planned

the policies,and attendants and censors and remonstrators, who discussed

and amended the policies｡

　　

As cleared in (1) and (2), attendants and censors and remonstrators

had the politicalpower in the yi and dui systems, so they occupied one of

the three poles in this structure.

COMMERCE AND MARKETS IN THE FORMER

　　　　

AND THE LATER HAN PERIODS

Kamiya Masakazu

　　

In the firsthalf of the Former Han, commerce was vital owing to

activitiesof rich traders and big merchants (Fushang dagu 富商大買）ｗｈｏ
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